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包括外部監査の結果に基づき講じた措置について秋田県知事から通知があったので、地方自治法（昭和22年法律第67

号）第252条の38第６項の規定に基づき、次のとおり公表する。

令和３年11月12日

秋田県監査委員 佐 藤 賢一郎

秋田県監査委員 佐 藤 正一郎

秋田県監査委員 半 田 直 樹

財 170

令和３年10月21日

秋田県監査委員 佐 藤 賢一郎

秋田県監査委員 佐 藤 正一郎
様

秋田県監査委員 半 田 直 樹

秋田県知事 佐 竹 敬 久

包括外部監査の結果に基づき講じた措置について（通知）

包括外部監査の結果に基づき講じた措置について、地方自治法第252条の38第６項の規定に基づき、別紙のとおり通

知します。

※以下別紙のとおり
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平成２６年度包括外部監査（下水道事業特別会計の財務事務について）

事項（報告書・概要書頁） 措置状況：担当課

監査の結果・意見の概要 措 置 の 内 容

７．固定資産管理に係る財務事務

（２）秋田県の下水道台帳の整備状況

【意見９】下水道台帳のデータ集約化とシステム化につい （対応中：下水道マネジメント推進課）

て 下水道台帳のシステム化については、令

（83頁・11頁） 和２年度に着手し、令和３年度中に完了す

現状、維持管理計画や投資計画の策定の際に台帳データ る予定としている。

は用いられていない。その理由として、下水道台帳に全て

の資産情報が集約されていない点とシステムによるデータ

管理がなされていない点が挙げられる。

全ての下水道財産を、経営を直接担う建設部が適宜適切

に把握していない状況は、安定したサービスの供給を阻害

する要因になり得る。

また、システムによるデータ管理がなされていない点に

ついては 「管路台帳」及び「資産台帳」が紙原簿により、

管理されていることから、登録内容の変更等の更新作業に

おける作業時間や頻度等及び台帳情報を活用した現状把握

分析、将来予測等のデータ分析作業における作業時間や深

度等について、システム上でデータ管理した場合に比べ、

非効率ないし制約があると考える。

より効果的かつ効率的な台帳管理及び情報の利活用へつ

なげるために、管轄部署を一元化し、情報集約化を進める

とともに、下水道台帳のシステム化を図るべきである。

なお、管轄部署の一元化及び下水道台帳のシステム化に

より、一時的なコスト増及び人的資源の不足が想定される

が、今後、想定される公営企業法の法適用化と併せて実施

することで、作業負荷を削減できると考える。

（３）設備投資計画

【意見10】設備投資計画の精緻化について （対応中：下水道マネジメント推進課）

（86頁・11頁） 下水道ストックマネジメント支援制度に

長寿命化計画は、下水道台帳ではなく、過年度の建設改 基づき、長期的な改築事業のシナリオの設

良費等の歳出合計に基づき作成されている。したがって、 定や点検・調査計画及び修繕・改築計画で

個別の資産ごとに耐用年数に応じた更新投資等の詳細な投 ある「ストックマネジメント計画」を令和

資計画を策定できていない。 ２年度に策定し、令和４年度に設備投資計

秋田県では、公共施設等総合管理計画を策定するにあた 画に基づき、経営戦略を改定することとし

り、改築更新費のシミュレーションを実施しており、設備 ている。

投資計画も当該シミュレーションに即したものであること

、 、から 必要な更新投資は行われているものと推察されるが

当該シミュレーションは電気・機械及び土木・建築の２種

別で実施されたものであるため、より適切に更新投資を行

う上では、個別の資産ごとに耐用年数を勘案した設備投資

計画を作成する必要がある。

今後、地方公営企業法が適用されることで、台帳整備に

加え、適切な減価償却計算が行われることになり、固定資

産の老朽化度合を把握することが可能になる。当該固定資

産の老朽化に係る情報に基づき、設備投資計画を策定する

ことで、より実効性の高い設備投資を実施することが可能

になるものと考える。

（４）未利用財産
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【意見11】未利用資産の把握の状況について （対応中：下水道マネジメント推進課）

、 、（88頁・11頁） 下水道台帳のうち 資産台帳については

下水道台帳は「管路台帳 「設備台帳 「資産台帳」の 令和２年度の法適用に合わせ整備済みであ」、 」、

３台帳から構成されるが、稼働状況に関する情報が記載さ る。管路台帳、設備台帳は令和３年度中に

れた台帳は「設備台帳」のみである。また、その「設備台 下水道台帳システムを整備完了予定であ

帳」も 【指摘事項７④】に記載したとおり、稼働状況の る。下水道台帳システムでは、設備の稼働、

情報の整理が不完全であり、現状、未利用資産の把握が適 状況や調査点検データを入力できるように

切に行われているとはいい難い。 し、指定管理者による定期的な現地確認結

まずは、設備以外の資産については、未利用資産の有無 果を反映させることにより、利活用に向け

を把握するとともに、未利用資産の一覧表を作成すべきで た検討を同年度中に行う予定としている。

ある。

なお、設備について、台帳を適切に整備することで稼働

、 、状況を把握できることから 稼働状況に係る情報を整理し

台帳を適切に整備する必要があるのは【指摘事項７④】の

とおりである。

加えて、稼働状況を確認するため、現物確認（実査）を

定期的に実施すべきである。

平成２７年度包括外部監査（基金の運営と管理に係る財務事務）

事項（報告書・概要書頁） 措置状況：担当課

監査の結果・意見の概要 措 置 の 内 容

４．各基金に関する事項

（11）秋田県ひとり親家庭等住宅整備基金

【意見９】基金の設置の意義について （対応中：地域・家庭福祉課）

（76頁・７頁） 秋田県ひとり親家庭等住宅整備基金は、

昭和50年に設置された本基金は、県として母子・父子・ 昭和50年度に５千万円の積立額で開始し、

寡婦に対する福祉の増進を目的に、市町村を通じた貸付制 昭和58年度には５億円を超える額で運用し

度を創設することとし、その貸付資金として設置されたも ていたが、昭和59年度に貸付額が償還額を

のである。 下回ったため、その後は、年度中の償還額

ただし、母子・父子・寡婦に対する住宅整備事業は本来 から、当該年度の貸付に必要な額を除いた

市町村が実施すべき事業と考えられ、貸付実績も減少の一 額を一般会計に繰り出すことにより、令和

途をたどってきており、利用実績の観点からも、制度とし ２年度末の基金残高は、１億円程度にまで

て維持する必要性は高いとはいえない。 縮小している。

また、制度上の存続意義の観点からも、生活福祉資金は 基金の貸付対象となるひとり親家庭は、

国の補助事業、母子父子寡婦福祉資金は法律に基づいた貸 ふたり親家庭と比較すると貧困率が非常に

、 、付制度であり、これらを上回る県独自の有利な制度が必要 高く その生活の安定と向上を図ることは

かという観点での議論も必要である。事業として、県が公 県の重要施策となっている。

費を利用して維持すべき融資制度なのかどうかを改めて検 このため、平成26年度に「第２期秋田県

討し、その必要性が認められる場合であっても、実績に見 ひとり親家庭等自立促進計画」を策定し、

合った形でもって基金の縮小を検討すべきである。 母子・父子世帯と未就業者の多い寡婦世帯

について、重点的な支援を進めていくこと

にしており、同基金もその中に掲げられた

施策の一つである。

令和２年度から令和６年度を計画期間と

する「第３期秋田県ひとり親家庭等自立促

進計画」を策定するに当たり令和元年度に

実施した、ひとり親家庭等を対象とする実

態調査によると、現在も一定のニーズがあ

り、事業を継続する必要がある。基金の縮

小については、利用実績を勘案しながら、

検討していく。
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（16）秋田県林業開発基金

【意見13】将来の貸付金の回収見込みについて （対応中：林業木材産業課）

（98頁・10頁） 県議会の「第三セクター等の経営に関す

林業開発基金は、林業公社の財政運営における収支不足 る調査特別委員会 外部有識者による 秋」、 「

（収支赤字）を補填する目的で支出するものであり、いわ 田県林業公社のあり方検討委員会」におい

ゆる運転資金の融資である。したがって、将来返済される て、次のような提言等があった。

ことを前提とする。 ・当面は林業公社を存続させることが妥

貸付金が回収されないことは基金を毀損することである 当

、 、ため、回収リスクを検討した。 ・ただし 今後のリスク変化によっては

この点、林業公社の第９次長期経営計画における長期収 林業公社を解散して県が事業主体とな

支見込みは71億円のプラスとなっているが、多分に不確実 ることが適当との判断もあり得る

性を伴う内容となっており、貸付期間が45年から50年の長 ・そのため、今後も定期的な検証と経営

期に及んでいることから、当基金からの貸付金には回収リ 改善のための各種見直し等を行うこと

スクがあるものと考えられる。 が必要

林業公社の経営リスクは、県直営で実施した場合の事業 このため、平成29年度には第10次長期経

リスクと変わらないため、長期収支見通しのとおりに事業 営計画を策定したほか、毎年度、木材価格

が進まなければ、貸付債権はいずれ不良債権となり、基金 の変動等を反映させて長期収支の見直しを

を毀損させる懸念を抱えている。 行い、公表しているところであり、これら

第三セクター等の経営に関する調査特別委員会の委員会 の進捗状況を踏まえつつ、国の支援措置の

調査報告書でも指摘されているとおり、高金利債務の解消 動向に応じて、基金のあり方を検討する。

等を引き続き図ることはもちろんのこと、長期収支見通し

との乖離状況を常にフォローアップし、法人形態の見直し

と併せて、長期的な観点から基金のあり方を検討すべきで

ある。

平成２９年度包括外部監査（秋田県の高齢者福祉を中心とした少子高齢化対策に関する事務について）

事項（報告書・概要書頁） 措置状況：担当課

監査の結果・意見の概要 措 置 の 内 容

高齢者の社会参加促進事業Ⅱ－２

【意見16】 （対応中：長寿社会課）より効果的な補助事業に向けた見直しについて

（87頁・７頁） 老人クラブに対する補助のあり方につい

ては、高齢者の社会参加促進事業と老人ク友愛訪問活動への支援は秋田県第６期介護保険事業支援

ラブ助成事業を一本化した上で、友愛訪問計画（第７期老人福祉計画）でも位置付けられている事業

活動などの社会貢献活動の活性化や実施クであるが、適正クラブの友愛訪問活動実施率は６割程度に

ラブ数の拡大につながるよう補助制度の大とどまっている。県老連報告を含めても、24市町村のうち

幅な見直しを行い、令和４年度から実施す５市町村では、友愛訪問活動の実施が確認されていない状

るよう現在検討中である。況である。今後、補助の対象や補助金算出方法などを工夫

し、より一層効果的な補助事業となるように見直しがなさ

れることを期待する。

【意見31】 （検討中：総務課）指定管理者選定委員会等の役割について

（121頁・10頁） 現在64ある指定管理施設について、既存

の他の組織による第三者評価ができないか選定委員会に専門的かつ客観的な立場から指定管理者制

など、費用対効果を含め効果的な外部評価度導入の趣旨を踏まえた審査が求められているとすれば、

のあり方について引き続き検討していく。本来は審査基準の検討など前段階から関与することが必要

。 、 、である 県は 指定管理者制度のステップアップのために

指定管理者選定委員会の役割の拡大、あるいは他の組織に

よる対応について検討することが望ましい。
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児童会館費Ⅲ－５

【指摘事項16】 （一部対応済み、一部検討中：総務課）指定管理者へのモニタリングのあり方につ

指定管理者制度導入施設の評価についていて

（152頁・12頁） は、令和３年３月に「指定管理者制度の運

用に係るガイドライン」を改正し、２次評秋田県児童会館の運営状況のモニタリング結果において

価の際に、原則として、ヒアリング及び実は、毎期「管理運営状況等評価表」を作成し、これをもっ

地調査を行うこととした。て公表している。評価は、目標値に対する達成率に従い、

外部によるモニタリングの仕組みについＡ Ｂ Ｃの３段階評価としている 評価の観点としては、 、 。 、

ては、既存の他の組織による第三者評価が４つの観点をもとに総合評価を行い、これらについて指定

できないかなど、費用対効果を含め効果的管理者自らの１次評価と所管課の２次評価を実施している

な外部評価のあり方について引き続き検討が、いくつかの問題点が見受けられた。また、本件のよう

していく。に特に長期間にわたり同一団体が指定管理を行う場合には、

さらに細かい観点に基づき、担当職員自らが運営状況を細

かく検証すべきであろうし、場合によってはモニタリング

委員会として複数の委員の意見を求める必要もあろう。

平成30年度包括外部監査（秋田空港及び大館能代空港の管理運営及び利活用について）

事項（報告書・概要書頁） 措置状況：担当課

監査の結果・意見の概要 措 置 の 内 容

５ 個別事業の状況

（１）国内航空路線の維持・拡充

②空港と目的地を結ぶ二次アクセスの利便性の向上と情

報発信

（ 、 ）【意見６ 「アキタノNAVI」の利便性を向上するための機能】 一部対応済 一部対応困難：観光振興課

各施設情報の多言語化は毎年進めてお見直しについて

り、令和２年度は約260件の多言語化を行（84頁・３頁）

い、全施設情報を多言語対応とした。「アキタノNAVI」は、県が主にインバウンド需要を取り

機能面については、平成29年度のリリー込むために開発したアプリケーションであるが、多言語対

ス以降、随時改修を進めてきており、改修応や施設情報の検索機能が不十分であるため、外国人に

内容については、必要性や優先度、コストとって利便性が低い。

を踏まえて判断してきた。令和２年度には「アキタノNAVI」は多言語対応とされているが、外国語

ホーム画面のデザインを改修し、機能をわの利用設定後に施設情報を検索しても、外国語変換されず

かりやすく表示させ、ユーザーの利便性をに日本語で表示される情報がある。また、本来は必要な各

施設における対応言語がほとんど記載されておらず、多言 「ページ向上させた。一方で、検索結果を

語対応として不十分である。 ビューの多い順」に表示する改修を検討し

「アキタノNAVI」は施設情報の検索機能があるが、検索 たが、システム改修に多額の費用が必要と

結果の表示順は「現在地から近い順」又は「読み仮名順」 なり、現状確保している予算内での対応が

の二通りのみである。一般的な情報検索サイトでは、検索 困難である。

結果を「ページビューの多い順」や「利用者のレビューに

基づくおすすめ順」等で表示して利便性を高めており、検

索機能として不十分である。

これらの機能不備が 「アキタノNAVI」の利用が以下のと、

おり低調であることの一つの要因と考えられる。

・平成29年度における「アキタノNAVI」の外国人利用者

数は、日本人を含む総利用者数の35.2％

・平成29年４月から12月までの間に県を訪問した外国人

のうち 「アキタノNAVI」の利用者数は4.95％、

県は、インバウンド需要を取り込むために、外国人に

とって「アキタノNAVI」の利便性を向上するように機能を

見直すことに留意されたい。
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令和元年度包括外部監査（秋田県のスポーツ振興に関する事務について）

事項（報告書・概要書頁） 措置状況：担当課

監査の結果・意見の概要 措 置 の 内 容

２ 県のスポーツ情勢

（１）スポーツ振興計画

②県のスポーツ振興計画

【意見１】障害者スポーツ実施率等の実態把握・数値目標 （検討中：障害福祉課）

設定 令和４年度から施行予定の第４期秋田県

（14頁・２頁） スポーツ推進計画に向けて、数値目標の設

国は、第２期「スポーツ基本計画」において、スポーツ 定の検討を進めている。

参画人口を拡大させ、成人の週１回以上のスポーツ実施率 県内の障害者スポーツ実施率について、

が65％程度（障害者は40％程度 、週３回以上が30％程度 国と同様の方法で調査し、実態を把握する）

（障害者は20％程度）となることを目指すとしている。し ことは困難であるため、県内障害者スポー

かし、県は、障害者のスポーツ実施率について数値目標を ツ大会及び在宅障害者スポーツ教室の合計

設定していない。 参加者数やアンケート調査による県内の障

スポーツ庁は 「 地方スポーツ推進計画」の策定状況調 害者スポーツの関心度等、別の指標で数値、「

査結果について （平成30年10月23日スポーツ庁政策課） 目標を設定することを検討している。」

において、障害者に係るスポーツ実施率に関する数値目標

、を設定している都道府県・市区町村は少数に止まっており

各地域の実情に応じた適切な対応の検討を求めている。ま

た、県の第３期スポーツ推進計画においてもライフステー

ジに応じた多様なスポーツ活動の促進として、県内スポー

ツ施設等における障害者の利用実態や実施可能種目等を調

査することで障害者の利用促進を図るとしている。

、 、スポーツ基本計画では 国民の誰もが各々の年代や関心

適性等に応じて日常的にスポーツに親しむ機会を充実する

ことを目指している。この趣旨に鑑みれば、障害者のス

ポーツ実施状況に係る実態を把握し、その実態に応じた施

策の展開、数値目標の設定及び公表を検討されたい。

事業３ 県のスポーツ振興

（３）スポーツ振興に係る県の事業の概要

①ライフステージに応じた多様なスポーツ活動の促進

【意見３】スポーツ実施率向上のための効果的な施策の実 （対応中：スポーツ振興課）

施 令和２年度から「スポーツ実施率向上を

（20頁・３頁） 目指した運動機会拡充事業」として、①及

、 、県は、週１回以上のスポーツ実施率について令和３年度 び②を実施しているほか ③の事業により

（2021年度）に65％となることを目指して、各年度別の目 スポーツ実施率の低い年代である20代～50

標値を設定している。 代の実施率向上に取り組んでいる。

平成30年度の週１回以上スポーツ実施率の目標値は54.0 ①健康福祉部や全国健康保健協会と連携

％であるが、実績値は48.0％で止まっている。特に男性は して、健康経営を考える事業所等に元

30代から50代、女性は20代から40代が他の年代に比べてス 気アップ運動指導者を派遣し、職場で

ポーツ実施率が低い傾向にある。 の運動機会拡充を図っている。

ビジネスパーソンや子育て世代の日常的なスポーツの機 ②県内トップスポーツチームと連携し、

会及び場所の提供並びにスポーツ習慣の確立により、ス シーズン中のホームゲーム会場に講師

ポーツ実施率の向上を図られたい。 を派遣して親子運動教室等を開催する

とともに、各家庭における運動実践の

ための情報提供を行っている。

③オフィスや親子で楽しくできる運動プ

ログラムを作成し、ウェブサイトへの

掲載やＤＶＤを配付して、仕事や子育

てに忙しい世代の運動実施率の向上を

図った。
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○オフィスでストレッチ

仕事の前後や休憩時間に椅子に座り

ながら気軽にできるストレッチを中心

に、筋力トレーニングを加えた運動プ

ログラム。

○親子でエクササイズ

親子２人一組でコミュニケーション

をとりながら一緒に楽しむことができ

る運動プログラム。

（令和３年度までに措置終了予定）

【意見４】スポーツ実施率の低い地域への対応 （対応中：スポーツ振興課）

（20頁・３頁） 令和２年度から「スポーツ実施率向上を

県は、第３期スポーツ推進計画において週１回以上のス 目指した運動機会拡充事業」を実施してお

ポーツ実施率を令和３年度までに65％とすることを目指し り、スポーツ実施率の低い市町村をターゲ

ている。県が実施しているスポーツ実態調査によれば平成 ットに、実施率向上に向けた取り組みを行

30年度の週１回以上のスポーツ実施率の平均値は48.0％で っている。

あるが、地域別にみると男鹿市の女性が76.7％と平均値を 当該事業は、スポーツ実施率の低い市町

大きく上回っている一方で、井川町の女性が20.8％、東成 村のスポーツ主管課及び総合型地域スポー

瀬村の女性が11.4％と平均値を大きく下回っている地域も ツクラブと連携し、総合型地域スポーツク

あり、地域別に大きく差がある状況となっている。 ラブを活用した運動教室の開催に向けて、

県は、スポーツ実施率の低い地域への対応として、県内 アドバイスや指導者の派遣などの支援を行

の各地域で県庁出前講座、指導者派遣事業、元気アップ運 い、地域での運動機会拡充を図っている。

動教室、元気アップ指導者紹介を行っているものの、ス 令和２年度は、大館市、三種町、にかほ

ポーツ実施率の低い地域をターゲットにして事業を実施し 市、秋田市の総合型スポーツクラブに計10

ているわけではない。 回指導者を派遣しており、三種町について

市町村別のスポーツ実施率に最大６倍の差が生じている は、令和元年度の運動実施率39.8％が、令

状況に鑑み、県が行っているスポーツ実態調査の結果を分 和２年度は57.3%と大幅に向上している。そ

析し、各地域の実態に応じた対応を検討されたい。 のほかの市町村についても、秋田市を除き

10%程度実施率が向上しており、事業の成果

が現れている。

令和３年度以降も引き続き事業を継続し

て、実施率の低い市町村の運動機会拡充を

図っていく。

（令和３年度までに措置終了予定）

４ 県有体育施設

（２）施設に関する個別論点

①指定管理料

【意見７】燃料単価等の変動による指定管理料への反映 （対応済み：総務課）

（74頁・４頁） 本県では、電気料や灯油代等の光熱水費

向浜スポーツゾーンの現指定管理期間の指定管理料は各 の変動について、指定管理料を変更すべき

年330,509千円であるが指定管理者の運営収支は平成28年度 特別な事情が生じた場合を除き、諸物価の

29,798千円、平成29年度31,895千円、平成30年度26,693千 変動リスクとして指定管理者が負担すべき

円と大きくプラスとなっている。この主な要因は以下の２ ものとしており、平成26年度の電気料等の

点である。 値上げによる指定管理料の変更は、歴史的

県は向浜スポーツゾーンを構成する県立総合プール燃料 な原油高騰による電気料の大幅値上げ等を

費について施設の管理に要する経費として予定単価を92円/ 踏まえ、施設毎に指定管理料の増額の要否

Ｌ、予定使用量を520,000Ｌとして年間で47,840千円と見込 を検討の上、増額が必要な施設において増

んでいた。しかしながら、実績単価は50円から72円の間で 額したものである。

推移し、実績使用量も344,000Ｌから408,000Ｌの間で推移 上記を踏まえた検討の結果、施設毎に事

した。 業内容や収支構造が異なることから、あら

すなわち、指定管理者は燃料費見合いとして県が算定し かじめ一律の判断基準を設けることは困難
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た予定単価、予定使用量に基づき年間で47,840千円の指定 であり、他県も同様の取扱いであることか

、 。管理料を収入とする一方で、実績単価が予定単価を下回っ ら 現在の取扱いは変更しないこととした

たこと、実績使用量が予定使用量を下回ったことの２点に

より燃料費の実際の支出額は20,548千円から26,457千円に

とどまり、プラスの収支差が27,291千円から21,382千円生

じている。

指定管理者制度では、指定管理者が経営努力の発揮によ

り管理に要する経費を縮減した場合、縮減額は指定管理者

の利益になる。しかし燃料費の減少額のうち、実績単価が

予定単価を下回ったプラスの単価差異については主に予定

単価設定時と比較した原油安の影響であり、指定管理者の

経営努力によるものではないと思われるが、県は指定管理

料を減額しておらず、指定管理者の利益になっている。

県では、指定管理期間の価格変動リスクは、特別な事情

が生じた場合を除き、指定管理者が負う制度設計となって

いるが、県は、前指定管理期間中の平成26年度に消費税率

引上げのほか、電気料金値上げ分、灯油高騰分を理由とし

て指定管理料を増額している。

県は、燃料単価等の増減により施設の管理に要する経費

が増減した場合の指定管理料への反映の在り方について、

。検討されたい

②施設利用

【意見10】県有体育施設の予約方法 （検討中：スポーツ振興課）

（84頁・６頁） インターネット予約の導入は、利用者の

現状、県有体育施設のうち、県立田沢湖スポーツセン 利便性向上だけでなく、省力化による施設

ターのみがインターネット予約を導入しており、他の県有 の運営コストの削減にも資するものでなけ

体育施設では、申込書の提出もしくは電話で予約を行うこ ればならないと考えているが、インター

ととなる。 ネット予約を導入しても、現行のサービス

他の県有体育施設では、指定の申込書に必要事項を記入 水準の維持のためには、電話等による既存

し、各施設の受付窓口に提出が必要となる。申込書の提出 の予約方法を廃することは困難であり、施

による予約方法は、利用者から利便性が低いとの意見が出 設運営の省力化には直ちにつながらないと

ている。 いった問題があることから、導入による効

予約方法の利便性を向上するため、インターネットを活 果やコスト等を考え合わせながら、イン

用した予約システムの導入が考えられる。例えば、秋田市 ターネット予約の導入について検討する。

の「公共施設案内・予約システム」は、利用者が利用した

い施設を選択し、利用日、利用時間をインターネット上で

選べるシステムを導入している。

施設の予約方法の利便性が向上することにより、県民の

、 。施設利用が増加し 県民のスポーツ活動促進が期待される

県は、県民のスポーツ活動促進のため、インターネットを

活用した予約システムの導入を検討されたい。

【意見12】県立総合プールの定期券区分 （対応済み：スポーツ振興課）

令和２年度末に 「スポーツに関する施設（93頁・８頁） 、

の管理に関する規則」の改正を行い、「ス県立総合プールについては１日単位での利用、プール・

ポーツクラブ定期券」を廃止し、定期券購コースの貸切利用のほかに、１年間有効の定期券による利

入を希望する一般利用者が購入できる「普用区分が設けられている。この定期券については競技者・

通利用者定期券」を新設した。スポーツクラブ・健康づくりそれぞれの目的により料金設

。定がなされている
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スポーツクラブ定期券は、知事が認めたプールを拠点と

して活動するスポーツクラブの会員が使用できるが、クラ

ブ会員でない者でも、定期券購入時に県立総合プールの窓

口で「アクアティックスポーツクラブ」の会員申込書に記

入を行えば誰でもスポーツクラブ定期券を購入できる。

アクアティックスポーツクラブは、県立総合プールの

オープン直後の平成14年にプールの利用促進を図るために

設立されたが、平成21年以降、当該スポーツクラブは活動

休止状態とのことである。

県立総合プールの定期券の利用区分に、いわゆる「一般

利用」の区分が設定されていないため、実務上、このよう

な運用となっていると考えられる。

県は、定期券購入を希望する一般利用者に対し、活動実

態が認められないスポーツクラブへの形式上の加入手続き

を経て定期券を発行する実務運用を改めるよう制度を見直

されたい。

【指摘事項４】不正確な内容の物品無償貸付契約 （対応済み：スポーツ振興課）

（99頁・11頁） 指定管理期間が昨年度で満了を迎えた８

指定管理の業務に必要な備品等は、県が用意し、指定管 施設について、令和２年度に現物確認を

、理期間開始時に指定管理者と締結する物品無償貸付契約等 行った上で適正な内容の備品一覧を作成し

に基づき貸し付けをする（指定管理者制度の運用に係るガ 令和２年度末に、令和３年度以降の指定管

。イドライン）こととなっているが、平成28年度から令和２ 理期間に係る物品無償貸付契約を締結した

年度までの指定管理期間開始時に締結した物品無償貸付契 また、指定管理期間が異なる武道館につ

、約における貸付備品の内容と、実際に貸し付けた備品の内 いても他の施設と同様に備品一覧を作成し

容に相違が生じていた。 令和２年度末に変更契約を締結した。

具体的には、県立新屋運動広場及び県立田沢湖スポーツ

センターにおける次項の備品について、実際には指定管理

者に貸し付けていたにもかかわらず、物品無償貸付契約に

は含まれていなかった。
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上記の表のうち、県立新屋運動広場の貸付備品等は、平

成23年度から平成27年度までの指定管理期間開始時に締結

された物品無償貸付契約に、別途変更契約を締結して追加

で貸し付けた備品であったが、平成28年度から令和２年度

までの指定管理期間開始時に締結された物品無償貸付契約

では、現物確認をせず、上記変更契約も加味されなかった

ため、当該契約の対象となる貸付備品等には含まれていな

かった。

また、県立田沢湖スポーツセンターの貸付備品等は、平

成28年度から令和２年度までの指定管理期間開始時よりも

、 、前に 県から指定管理者に貸し付けていた備品であったが

過去より物品無償貸付契約には含まれておらず、その原因

は不明であった。

指定管理者に貸し付けている備品に関して、物品無償貸

付契約に含まれていない場合、備品管理責任の帰属が不明

確となってしまうため、指定管理期間開始時に指定管理者

と物品無償貸付契約を締結する際には、現物確認等を実施

して契約内容に誤りがないことを確認する必要がある。

【指摘事項６】備品所有者の明示 （対応済み：スポーツ振興課）

（102頁・14頁） 令和３年３月から７月までの間に、指定

県は、備品を受け入れたときは、当該備品に記号及び番 管理施設９施設に係る無償貸付物品につい

号を表示しておかなければならない 財務規則第363条 が て各物品の分類番号を記載したシールを作（ ） 、

物品無償貸付契約にて指定管理者に貸し付けている備品で 成するとともに、これを当該物品に貼付す

は シール等によって記号及び番号を表示していなかった ることにより、全ての無償貸付物品につい、 。

指定管理者が管理している備品には、物品無償貸付契約 て県有物品である旨の表示を実施した。

により県から借り受けている県所有の備品と、指定管理者
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自ら購入し管理している指定管理者所有の備品があるが、

物品無償貸付契約により県から借り受けている県所有の備

品においてもシール等によって記号及び番号を表示してい

ない場合、備品の所有者が不明確となり、物品無償貸付契

約の解除等により県に返却する借受備品が不明となってし

まう。また、県から借り受けた備品等の購入及び廃棄等の

異動について定期的に県に報告しなければならない（管理

業務仕様書10（３ ）が、県所有の備品なのか不明確な場）

合、当該県への報告もすることができない。

したがって、県は、物品無償貸付契約により指定管理者

へ貸し付けている備品に関しても、備品の所有者を明確に

するため、シール等によって記号及び番号を表示する必要

がある。

⑤指定管理業務のモニタリング評価

【指摘事項７】指定管理業務のモニタリング評価 （対応済み：総務課）

（110頁・15頁） 指定管理者制度導入施設の評価について

県は、指定管理者が行った業務のモニタリング評価を平 は、令和３年３月に「指定管理者制度の運

成23年度から実施している。具体的には、４つの観点から 用に係るガイドライン」を改正し、２次評

指定管理者が１次評価を、県の施設所管課が２次評価を 価の際に、原則として、ヒアリング及び実

行った上で、その結果に基づき総合評価を行っている。 地調査を行うこととした。

４つの評価の観点のうち、「管理運営体制の状況」と

「サービス向上に向けた取組の実施状況」については 「管、

理運営状況等評価表」のそれぞれ10個の評価項目ごとに採

点し、平均値を予め定めた基準により３段階評価を行う。

施設所管課は、10個の評価項目の評価を指定管理者へのヒ

アリングで作成している。しかし評価項目のうち、少なく

とも以下の評価には現場視察が必要と考えられる。

（観点Ⅲ）管理運営体制の状況

・評価項目④二つ目 施設・設備に目に見える損傷、汚れ

等がない。

・評価項目⑤一つ目 備品台帳に記載されている備品が全

て揃っている。

・評価項目⑩一つ目 経理書類が適切に作成され、通帳や

印鑑などが適切に管理されている。

（観点Ⅳ）サービス向上に向けた取組の実施状況

・評価項目③一つ目 料金減免の説明が分かりやすく掲示

されている。

・評価項目④一つ目 全職員が名札を着用し適切な服装を

している。

このうち、指摘事項２（財務規則で定めた書類が作成さ

れていない）で記載した各施設、指摘事項５（備品台帳と

現数が合わない）で記載した県立スケート場や県立田沢湖

スポーツセンターでは、関連する評価項目は、×と評価さ

れ満点評価にならないと考えられる。

県は、指定管理者が行った業務を評価する際には現場視

察を義務付けるなどルールを定め、運用することを検討さ

れたい。

【意見16】県立向浜運動広場テニスコートの利活用 （検討中：スポーツ振興課）
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テニスコートの表面が相当傷んでおり、（113頁・16頁）

これを改修して標準的な人工芝のコートに県立向浜運動広場テニスコートは屋外のクレーコート９

改修するとなれば多額の経費がかかると見面で構成され、冬季を除いた約７か月間利用可能である。

込まれることから、全面的な改修は困難で金額ベースでテニスコートの直近３年間の稼働率を試算す

ある。しかし、小規模な改修により需要にると、平成28年度は8.6％と低水準となっており、平成29年

合った施設として整備することも考えられ度は3.9％、平成30年度は4.7％と半減している。半減の要

ることから、改修費や改修した場合の需要因は、平成29年度の８月～11月において近接する県立野球

等を踏まえ、施設の今後のあり方を検討す場のLED化工事に伴いテニスコートが利用できない状況にあ

る。り、利用実績がゼロとなったこと、その後県立中央公園等

の他施設に一旦流れた利用者が、当施設に戻ってこなかっ

たこと等による。また、平成24年の暴風の影響により９面

のうち、２面が使用できない状況が続いている。

一方、県は月次で指定管理者から利用実績の報告を受け

ているものの、利用が低減している状況についてその分析

や対応を行っておらず、平成30年度においても９面の利用

を前提とした指定管理料の支払いを行っている。

県は県立向浜運動広場テニスコートについて、いまだ補

修工事が行われず２面が使用できない状況が続いているこ

と、施設の整備後相当の年数が経過し老朽化が進んでいる

こと、昨今利用の低迷が続いている現状を分析し、今後の

施設の存続を含めた利活用の在り方を検討されたい。

⑦無償貸付３施設

【意見17】無償貸付３施設の民間等への譲渡の推進 （対応予定：スポーツ振興課）

、（116頁・17頁） 無償貸付を行っている３施設については

平成28年度～令和７年度を対象期間とする鹿角トレーニングセンター、大館樹海ドーム、能代山本

県の公共施設等総合管理計画に基づく個別スポーツリゾートセンターの３施設については、県が事業

施設計画において期間内における施設の在主体となり20年前に整備された。その後、施設の所有は県

り方が示されており、いずれも「耐用年数であるものの、公共の用に供するものとして、無償で地元

を迎える設備機器類を修繕・更新し、存続の市・広域市町村圏組合に対して貸付が行われている。し

とする 」としており、現在規模での存続をたがって、施設の管理運営に関しては各自治体等が行って 。

予定している。令和８年度以降の施設の在いるものの、施設の所有は県であることから３施設合計で

り方については、現在の計画終了時に改め年間22,543千円～69,728千円程度の修繕コストを県は負担

て検討する。している。

これらの３施設については県の第４期行財政改革推進プ

ログラム（平成20～22年度）において、県が事実上管理し

ていないことから、地元自治体等と協議を行い、譲渡に向

けた検討を進めるとされた。その後「あきた公共施設等総

合管理計画に基づく「個別施設計画 （更新日：平成31年」」

３月29日）においても、建物の目標使用年数を60年とし、

施設管理に関する基本的な方針として「民間等へ譲渡を進

、 」めるが 譲渡できない場合にあっても建替えを実施しない

とされている。

そのため、県では無償貸付を行っている自治体等に対し

て、県から自治体等へ施設の無償譲渡を行った場合、受け

。 、 、入れが可能か調査を行っている その結果 ３施設ともに

今後の大規模改修にかかる財政負担を各自治体単独で負う

ことが困難であること、施設利用者が広域的であることか

ら、今後も県有施設としての存続を望み、現時点では受け

入れが難しいと回答されている。

これらの３施設については今後、施設の整備後相当の年

数経過に伴う大規模修繕による財政負担の増加とともに、

人口減少による利用者数の減少が見込まれる。地域別の将
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来推計人口によると、県有体育施設の多くが位置する秋田

市の30年後の人口減少率（28.5％）に比べて、３施設の位

置する大館市、能代市、鹿角市の人口減少率は約50％とな

り、人口減少による利用者数の減少の影響をより大きく受

けると考えられる。

したがって、県は鹿角トレーニングセンター、大館樹海

ドーム、能代山本スポーツリゾートセンターの３施設につ

いて、現在規模での施設の存続必要性を検討し、必要であ

るとした場合は、中長期的な有効性・効率性の観点で民間

等への譲渡、官民連携手法を含めた施設の今後の在り方を

十分に検討されたい。

令和２年度包括外部監査（情報システムに関する事務の執行について）

事項（報告書・概要書頁） 措置状況：担当課

監査の結果・意見の概要 措 置 の 内 容

第４章 ＩＴガバナンス全般における事務の態勢に関する

指摘事項及び監査の結果に添えて提出する意見

７ ＩＴガバナンス全般の監査結果について

【指摘事項１】情報システムのデータベース化における網 （対応中：デジタル政策推進課）

羅性・正確性について システム調達担当者に対して説明会を開

（63頁・3頁） 催し、情報システムに関する各種情報の登

（事実） 録タイミングを説明した。

調達原課は、ＩＴ調達に係る情報を、庁内イントラネッ 定期的な状況監視については、実施方法

トを通じて情報企画課のＩＴ調達支援ページのデータベー を含めて検討を行っている。また、登録が

スに登録する運用となっているが、詳細な監査の対象とし 必要な情報を精査し、秋田県情報システム

てサンプリングした個別システム（85ページ）について当 調達マニュアルの改正と併せて情報システ

該データベースを確認したところ、登録されるべき資料の ム台帳を整備する。

欠落や適時の連絡がないまま放置されているケースが散見 （令和３年度中に対応予定）

された。

（所見）

秋田県情報システム調達マニュアルは 「他のシステム、

へ横展開するために、各々のＩＴ調達で得られた知識とノ

ウハウを常に蓄積することが重要である。具体的には、調

達原課はＩＴ調達の各フェーズにおいて、調達情報を情報

企画課へ送付するものとする 「情報企画課は （中略）。」 、

ＩＴ調達情報を蓄積して全庁の情報共有を図る 」と規定。

しており、県では当該データベースを情報システム台帳と

位置付けて活用している。

しかし、当該データベースに登録されるべき調達情報の

網羅性・適時性が確保されなければ、上記のマニュアルの

趣旨が達成できず、情報システム台帳としても十分な機能

を果たせないことになる。

情報システム台帳としての当該データベースは、ＩＴガ

バナンスの適切な執行やシステムに関するノウハウの蓄積

に有効に活用されるべきであるから、データベース内の情

報の網羅性を再確認し、あるべき資料や連絡の記録が欠落

しているものがある場合はこれらを補完・整理するととも

に、今後は定期的なデータの棚卸を実施して、網羅性を確

保するようにされたい。
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【指摘事項２】情報企画課が所管するシステムの調達手続 （対応済み：デジタル政策推進課）

に対する審査について 令和３年度から調達担当者以外の者がＩ

（63頁・3頁） Ｔ調達事前審査を行い、必要な資料を秋田

（事実） 県情報システム調達マニュアルに則り作成

庁内におけるＩＴ調達に関しては「秋田県情報システム する運用を確実に行うこととしている。

調達マニュアル」に従い調達方針の明確化・調達プロセス

の標準化・調達のルール化が図られており、調達において

は調達原課が「ＩＴ調達計画書」を作成し情報企画課と協

議を行い、情報企画課が審査結果として「ＩＴ調達事前審

査調書」を提示することとなっている。

この場合、情報企画課（情報基盤・システム管理班）が

調達原課となる案件については調達計画の協議・審査も情

報企画課（調整・デジタルガバメント推進班）で行うこと

となる。

この点、個別システムの監査におけるヒアリングでは、

事前審査又は調達事務の関門検査において提出を要するこ

ととされている資料のデータベースへの提出がなく、その

理由として同じ情報企画課であることから提出が省略され

ているとの回答が散見されており、マニュアルの運用が形

骸化しているようにも見受けられる。

（所見）

情報企画課では、自己審査にならないよう情報企画課内

の別班が審査担当となるように運用を行っているが、事前

審査や関門検査の体制については特に例外規定は設けられ

ていない。客観性を確保するために審査等の対応に係る

ルールを明確にし、マニュアルの適切な運用を行うことを

検討されたい。

【指摘事項３】情報セキュリティ実施手順について （対応中：デジタル政策推進課）

（64頁・4頁） 秋田県情報セキュリティポリシーの改正

（事実） 後、順次、情報セキュリティ実施手順を策

情報セキュリティ対策基本方針においては、「情報セ 定することとして準備を進めている。

キュリティ対策基準に基づき、情報セキュリティ対策を実 （令和３年度中に対応予定）

施するための具体的な手順を定めた情報セキュリティ実施

手順を策定する」と規定されている。

しかし、現状、上記の情報セキュリティ実施手順は未だ

策定されていない。

（所見）

情報セキュリティ対策基本方針において想定されている

情報セキュリティ実施手順は、情報システムとそれが取り

扱う情報を管理すべき所管部署において、本基本方針を適

正に遵守するために、個々のシステムにおける特質を踏ま

えて各所管部署の管理体制を整備し、一定水準以上の運用

を担保することで全庁の情報セキュリティレベルを標準

化・均質化することを企図しているものと解される。

しかし、これらが明確になっていないまま、各所管部署

の裁量で情報セキュリティ対策が行われると、一定水準以

上の運用が必ずしも担保されないことになるとともに、逆

に対策基準が一律に各システムに適用されることで、個々

のシステムにおける特質が考慮されず事務が非効率となる

リスクも想定される。

早期に手順書のひな型を策定するとともに、自己点検や

内部監査を踏まえ各所管部署の実情を把握して、個人情報
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を取り扱う部署など高いセキュリティレベルが要求される

ところから順次導入できるよう指導されたい。

【指摘事項４】情報資産の台帳管理について （対応中：デジタル政策推進課）

（65頁・5頁） デジタル政策推進課において情報資産台

（事実） 帳を作成し、情報資産を所管する各課室等

「秋田県情報セキュリティ対策基準」では、以下のとお と共有する。

り、情報資産を分類基準ごとに整理して台帳管理しなけれ （令和３年度中に対応予定）

ばならないとされている。

（２）情報資産の管理

①管理責任

（ア）情報セキュリティ管理者は、その所管する情報資産につ

いて管理責任を有する。

（ ） 、 、イ 情報セキュリティ管理者は 所管する情報資産について

台帳により管理しなければならない。

（以下略）

（ ）出典：秋田県情報セキュリティ対策基準

しかし、今般の包括外部監査において、情報システム所

管部署に対し、情報セキュリティポリシーの運用状況に関

するいくつかの質問事項を含んだアンケートを実施した結

果、情報管理台帳を作成していないと回答した割合が75％

となっており、台帳管理が進んでいない状況にあると推察

される。

（所見）

全ての情報システム所管部署は、秋田県情報セキュリ

ティ対策基準に準拠した情報資産の識別と整理を行い、台

帳管理を実施する必要がある。

情報資産の台帳による管理の必要性・有用性は、一般的

に以下のように説明される。

・情報資産の管理にあたっては、情報システム所管部署

においてどのような情報が取り扱われているか網羅的

、 、に識別し かつ当該情報の所在を明らかにすることで

セキュリティ対策の漏れが防止できる。

・情報資産を、機密性（漏えいした場合のリスク 、完全）

性（改ざんされた場合のリスク）及び可用性（紛失等

により利用不能となった場合のリスク）の３つの観点

から、そのレベルの高低によって分類し、リスクのレ

ベルに合った管理の方法を適用することで、過度に事

務負担を強いることなく効率的な管理を行うことがで

きる。

自己点検結果のレビューや情報セキュリティ監査を通じ

て網羅的に状況を把握の上、庁内の情報資産がそのリスク

に応じた適切な方法で分類され管理されるように指導を徹

底されたい。

【指摘事項５】外部委託事業者に対する情報セキュリティ （対応中：デジタル政策推進課）

監査について 秋田県情報セキュリティポリシー（情報

（66頁・6頁） セキュリティ対策基準）の改正後、情報セ

（事実） キュリティ監査の実施計画を策定すること

「秋田県情報セキュリティ対策基準」では 「外部委託 としている。、

事業者に委託している場合、情報セキュリティ監査統括責 外部委託事業者に対する情報セキュリ

任者は外部委託事業者から下請けとして受託している事業 ティ監査については、令和４年度の契約に

者も含めて、情報セキュリティポリシーの遵守について監 反映できるよう準備を進める。
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査を定期的に又は必要に応じて行わなければならない 」。

とされているが、本監査実施時点で、監査の実施計画が策

定されていない。

（所見）

外部委託事業者に対し、今後契約締結する際の契約書の

条項の見直し（県による監査、検査の実施の追加等）を

行ったうえで、情報セキュリティポリシーの遵守に関する

監査の実施方針（監査の対象・実施時期・方法等）を検討

のうえ、情報セキュリティ監査実施要綱の見直しと監査実

施計画の策定を検討されたい。

【指摘事項６】情報セキュリティの自己点検の実施状況に （検討中：デジタル政策推進課）

ついて 現在、秋田県情報セキュリティ対策基準

（66頁・6頁） の見直しを進めており、見直し後、全情報

（事実） システム所管部署で自己点検ができるよう

秋田県情報セキュリティ対策基準では 「情報システム な仕組みを検討する。、

管理者は、情報システムについて、毎年度及び必要に応じ

て自己点検を実施しなければならない 」とされているが、。

令和元年度の情報セキュリティ監査の結果を見ると、情報

システム所管部署での自己点検が実施されていないケース

が散見された。

（所見）

秋田県情報セキュリティ対策基準に準拠し、定期的な自

己点検を確実に実施されたい。

【指摘事項７】ＩＣＴ－ＢＣＰにおける訓練計画について （対応中：デジタル政策推進課）

（66頁・6頁） ＩＣＴ－ＢＣＰの訓練計画を策定し、災

（事実） 害発生時を想定した机上訓練から順次実施

「ＩＣＴに関する業務継続計画（ＢＣＰ 」では、以下 していく。）

のとおりの訓練計画が策定されているが、当該訓練が実施 （令和３年度中に対応予定）

されていない。

・机上訓練

・緊急連絡・安否確認訓練

・システム復旧訓練

・初動訓練

（所見）

原則として、計画された定期的な訓練は確実に実施され

たい。

【意見１】県のＩＣＴ利活用への取組における数値目標の （対応中：デジタル政策推進課）

実績評価について 秋田ＩＣＴ基本計画2019では、計画期間

（67頁・7頁） 中、毎年度実績値を測定するなど進捗管理

（事実） しているほか、「秋田デジタルイノベー

秋田ＩＣＴ基本計画2019では、その１期前の計画である ション推進コンソーシアム」に進捗状況を

「あきたＩＣＴ基本戦略2015」における実施状況として、 報告し、その意見を参考に事業を進めるこ

「携帯電話エリア世帯カバー率 「インターネット利用率 ととしている。」、

の割合」並びに「ＩＣＴを用いた地域活性化事業の実施」 なお、秋田ＩＣＴ基本計画2019は、１年

の目標値について実績との比較分析を行っている。 前倒しして令和４年度から秋田県ＤＸ推進

計画に移行予定である。
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（出典：秋田ＩＣＴ基本計画2019）

しかし、あきたＩＣＴ基本戦略2015では、１期前の「あ

きたＩＣＴ基本戦略2006」の実施状況について、比較分析

を行った結果が記載されておらず、また、設定した目標値

について、その設定した理由や実現するための方法が具体

的に記載されていなかった。

一方、今般の秋田ＩＣＴ基本計画2019においては、個々

の計画に対して、より具体的な説明や方策が記載されてお

り、この点は前回から改良が見られ評価できる。

（所見）

計画の推進にあたっては、いわゆるＰＤＣＡサイクルを

実施することによって、その実施結果を次の目標に結び付

けていく必要がある。

秋田ＩＣＴ基本計画2019の推進にあたっては、計画期間

中、毎年度実績値を測定して、計画最終年度の目標値に対

する進捗状況を評価の上、想定より進捗が遅い項目につい

てはその原因を分析し、有効な対策を講じるといったサイ

クルを繰り返すことで、次期計画の策定、推進へと結び付

けていくことが望ましい。

【意見２】ＩＣＴ以外の要素が混在している数値目標の評 （検討中：デジタル政策推進課）

価について ＩＣＴは経済活動のあらゆる分野の様々

（68頁・8頁） な業務に取り込まれているため、ＩＣＴの

（事実） 要因のみを抽出して数値化することは、特

秋田ＩＣＴ基本計画2019において設定されている数値目 に調査対象が多いほど困難と考えるが、Ｉ

標の中には、必ずしもＩＣＴと直接関係のない要因を含ん ＣＴのみの効果を測定する方法について検

だ数値を目標としているケースが散見される。 討していく。

例えば 「６－２ 地域産業の活性化」の数値目標であ、

る「製造品出荷額等 「製造品付加価値額 「主要園芸品目」 」

の系統販売額 「米の生産費 「素材生産量」等は、確かに」 」

ＩＣＴの有効活用によって生産効率が上がったり、コスト

ダウンが見込まれたりすることは理解できるが、金額的な

、増減が全てＩＣＴによって直接もたらされるものではなく

非ＩＣＴ的な要因も含んだ複合的な理由によるものである

のは自明である。

（所見）

県のＩＣＴ政策の計画として活用するうえで、これらの

、 、非ＩＣＴ的な要因も含んだ項目については 実績値の測定

施策の進捗状況の把握、実績内容の精査、未達の場合の原

因分析とフォローアップ等に際して、ＩＣＴの利活用が貢

献した部分とそれ以外の部分に分けたうえで評価すること

が望ましい。

【意見３】テレワークの環境整備について （対応中：人事課）

（68頁・8頁） テレワーク（在宅勤務）の環境整備及び
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（事実） その実施について、今年度は、本県版のテ

県の「新行財政改革大綱（第３期 」では 「５ 情報通 レワーク制度導入に向けた課題検証を目的） 、

信技術（ＩＣＴ）の活用」において 「テレワークやモバ として、順次、対象者数を拡大しながら、、

イルワークの環境整備」を行うこととしており、当該環境 庁内における「テレワーク実証実験」を継

整備の進捗状況を定性評価することとしているが（※ 、 続中である。）

ＩＣＴの利活用計画と位置付けられる「秋田ＩＣＴ基本計 本実証に当たっては、希望職員による応

画2019 では 上記項目については特に触れられていない 募型のテレワーク実施のほか、所属独自の」 、 。

また、テレワークの環境整備に関する実績については、 システムを多く抱える技術系部署や出納局

24ページに記載のとおりとなっているが、県庁におけるテ などを対象に所属依頼型のテレワークを併

レワークの実施そのものが未だ進んでいない状況にある。 せて予定する。

現状、県庁においてテレワークを本格的に実現するために 参加者及び参加所属からのアンケートな

は、例えば以下のような課題が解決される必要があると考 どを踏まえ、本格導入に向けた課題を明確

えられる。 にするとともに、必要なライセンス数や機

・情報セキュリティ対策 器設備なども検証し、令和４年度の当初予

・押印による決裁の見直し 算への予算計上を目指すこととしている。

・書面主義の見直し 昨年度の所見のとおり、テレワークの本

（※）当面、知事部局の職員に係る業務をその対象として 格的導入に当たっては、県庁における業務

想定しており、教育庁（学校）や県警（警察署）はその対 のあり方検討を含めた取組が必要であり、

象に含まれていない。 災害発生時等の業務継続、決裁電子化及び

（所見） 情報セキュリティ対策などを所管する関係

テレワークは、ＩＣＴを利用し時間や場所を有効に活用 各課とも十分に情報を共有した上で、本県

できる柔軟な働き方であり、今般の働き方改革や新型コロ 版のテレワーク制度を構築する。

、 、ナウイルス感染症対策の影響等から 社会的な流れとして

導入・推進は避けて通れない動きになっている。

とは言え、テレワークを本格的に実現するためには、現

状、ＩＣＴの導入はもちろんのこと、押印主義、書面主義

の見直し等、県庁における業務のあり方自体の検討を含め

た取組みを行う必要がある。

これらを踏まえ、テレワークの環境整備を行うに当たって

は、テレワーク用の機器やシステムの導入に留まらず、オ

フィスにおいて業務を実施した場合と同程度の効率性をい

かに確保するかの観点も取り入れた施策を検討、実行する

ことが望ましい。

【意見４】ＩＣＴに関する統括主管部署の体制強化につい （対応済み：デジタル政策推進課）

て 行政手続き等のデジタル化をより強力に

（69頁・9頁） 推進するため 組織機能の強化を図り 情、 、「

（事実） 報企画課」を令和３年度から「デジタル政

県におけるＩＣＴ政策の統括的な業務主管部署は情報企 策推進課」に改めた。

画課であると考えられるが、その機能面をとらえると、現 特に、情報システム調達審査や情報セ

状、庁内の情報システム調達・維持管理を行う部局に対す キュリティ対策を確実に実施するため、調

る調整機能が主であり、ガバナンス上の強い権限・機能が 整・デジタルガバメント推進班を調整・デ

明確に規定されているとは言い難い。 ジタルトランスフォーメーション推進班と

特に、情報の網羅的集約機能、内部けん制機能、事後的 デジタルガバメント推進班に分離したほ

評価機能が明確に定められておらず、実務上は運用面で一 か、課長級のデジタルガバメント推進監を

定程度カバーされているとはいえ、ガバナンスの観点から 配置し、体制の強化を行った。

以下のようなリスクが見て取れる。

・情報システム台帳の適時更新に関する網羅的な情報

集約が担保される仕組みがなく、調達原課からの積

極的な情報提供がなければ、調達情報やシステムの

。稼働・運用情報が適時に把握されないリスクがある

・システム調達に関する事前の審査が「助言・支援」

という位置づけであることから、調達原課からの積
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極的な協力や支援依頼がなければ十分な第三者チェ

ックにつながらずに不適切な事務の発生を防止・発見

できないリスクがある。

・システム調達事務の事後評価について、具体的な手

法や体制等の整備が進んでおらず、不適切な事務の

事後的な発見・是正や、過去の履歴や後進の参考と

なるようなベストプラクティスの蓄積が十分行えな

いリスクがある。

しかし、上記のような機能に加え、さらに情報セキュリ

ティに関する内部監査等を担うとなると、現在の情報企画

課の人員は十分であるとは言えず、現状の体制ではおのず

と限界があるように思われる。

（所見）

今後、更なるデジタルガバメントの推進が図られるにあ

たって、それに対応した全庁的なＩＣＴ部署の組織体制の

見直しが図られることになると予想される。その際は、上

記のリスクを低減するために、各部署で行われているＩＣ

Ｔに関連する活動の一元的な把握と秋田県情報システム調

達マニュアルに沿った適切な運用管理を可能にするととも

に、併せて情報セキュリティに関する内部監査を担えるよ

うな部署として、ガバナンスの観点から組織体制を強化す

ることを含めた検討を行うことが望ましい。

【意見５】情報企画課における情報把握の網羅性について （対応中：デジタル政策推進課）

（70頁・10頁） 情報システムについて、各部局に対し照

（事実） 会し、一覧表の精査を実施した。今後、維

庁内の情報システムについて、現状、情報企画課が把握 持管理自己点検のタイミング等で、情報を

できる情報は、ＩＴ調達支援ページでの審査資料等の登録 最新化する仕組みを構築し、具体的な取組

によるものが主であり、ＩＴ調達審査を受ける側からの適 を実施することとしている。

時の連絡等がなければ、ＩＴ調達やシステムの稼働・運用 （令和３年度中に対応予定）

情報の事実が網羅的に把握できないリスクがある。

また、県では上記のＩＴ調達支援ページによって収集し

た情報のデータベースをもって情報システム台帳としてい

るが、これにより情報システム台帳としての情報の網羅

。性・適時性が担保されないリスクにもつながることになる

（所見）

現状では、ＩＴ調達予算要求における業務の流れを利用

して情報を収集するという運用に立脚しており、情報の網

羅性・適時性を担保する仕組みが整備されていないことか

ら、まずは、情報企画課又は今後組織の見直しがある場合

は見直し後のＩＣＴ統括部署を、庁内システムの調達及び

利用状況の一元管理部署として明確化し、適切な権限を付

与することで情報の網羅性・適時性が担保される仕組みを

構築することが望ましい。

また、情報セキュリティに関する内部監査の実施時等に

おいて、監査対象となったシステム所管部署と協力して当

該部署のシステムの状況を棚卸するなど、事後的に重要な

情報漏れを発見是正する運用を検討することが望ましい。

【意見６】ＩＴ調達コストの審査について （対応中：デジタル政策推進課）

（71頁・11頁） デジタル化を伴う事業全体の評価も組み

（事実） 合わせた形でIT調達事前審査を行うことと

ＩＴ調達においては、調達原課は調達計画の総括資料で し、秋田県情報システム調達マニュアルの
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ある「ＩＴ調達計画書」を情報企画課に提出し、情報企画 改正を行うこととしている。

課では、当該ＩＴ調達計画書の審査にあたって、調達コス （令和３年度中に対応予定）

トの積算根拠等について事前の資料閲覧やヒアリングを

行っている。そして、情報企画課は、調達原課に対し審査

結果として「ＩＴ調達事前審査調書」を提示し、調達原課

は当該審査調書を財政課への予算要求時の添付資料として

いる。

今般、詳細な監査の対象としてサンプリングした個別シ

ステム（85ページ）について、ＩＴ調達事前審査調書とそ

の関連資料を閲覧したところ、情報企画課では、見積額の

妥当性についての技術的コスト（ＩＴ技術者の単価や工数

等）は審査の対象としているが、技術的コスト以外のコス

ト（ＷＥＢコンテンツ作成のための取材費用やプロモーシ

ョン費用等）を審査対象外としており、かかるコストにつ

いては第三者による検証が特段行われていない形になって

いる。

（所見）

上記の理由については、審査における情報企画課の役割

が「技術的な観点 （秋田県情報システム調達マニュアル）」

からの確認にあるとされていることや、調達原課において

複数業者からの概算見積書の比較検討等により妥当性の検

討を行っていることによるものと考えられる。

しかし、この場合、審査上、結果的に調達原課での検討

結果に対して第三者チェックが適用されない領域が生じる

ことになる。一般的に、財政課はＩＣＴの知見不足から情

報システムのコストの妥当性の検証は困難であると考えら

れるため、形式的な見積書の入手と技術的な観点さえクリ

アすれば比較的容易に予算の執行が認められるリスクがあ

る。

ＩＴ調達の形が多様化している昨今、調達コストにおけ

るコンテンツや種々のサービスが占める領域は拡大するこ

とが予想され、これらについても第三者によるチェック機

能が必要であると考えられることから、少なくとも非技術

的コストの金額的重要性が高いケースについては、審査に

おいて対象外とせず、調達原課に対し、発注者の説明責任

としてコスト見積額に関する厳密な説明を求めるなど、こ

れらの領域に対応した審査のあり方を検討することが望ま

しい。

【意見７】情報セキュリティ対策方針等の更新について （対応中：デジタル政策推進課）

（72頁・12頁） 県の情報セキュリティポリシーである

（事実） 「秋田県情報セキュリティ対策基本方針」

総務省は、昨今の地方自治体における重大インシデント 及び「秋田県情報セキュリティ対策基準」

を受けて 「地方公共団体における情報セキュリティポリ については、国のガイドラインを参考に改、

シーに関するガイドラインの改訂等に係る検討会」を立ち 正準備を進めている。

上げ、令和２年５月に自治体情報セキュリティ対策の見直 （令和３年度中に対応予定）

しのポイントを取りまとめた。

これによると、従来の「三層の対策」の考え方に基づく

地方自治体の情報セキュリティ対策強化によって、インシ

デント数の大幅な減少が実現されたものの、一方では自治

体内の情報ネットワークの分離・分割による事務効率の低

下や、システム調達・運用における環境変化（自前調達か

、 、 ）、らサービス利用方式へ 行政手続の電子化 働き方改革等
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サイバー攻撃の増加・サイバー犯罪手口の巧妙化等の課題

が識別されていることから、従来の考え方を踏襲しつつも

さらに効率性・利便性を向上させた新時代の情報セキュリ

ティ対策の必要性が認識されることとなった。

そこで、検討会においては、上記の必要性を踏まえ、昨

今の自治体における重大インシデント（リース満了により

返却したハードディスクの盗難による情報流出など）等へ

の具体的対策を織り込んだ「地方公共団体における情報セ

キュリティポリシーに関するガイドライン」の改訂を進め

ることとしている。

（所見）

県の情報セキュリティポリシーである「秋田県情報セ

キュリティ対策基本方針」及び「秋田県情報セキュリティ

対策基準」は、従来の情報セキュリティポリシーの考え方

を基礎として策定されている。

昨今のＩＣＴを取り巻く環境変化の流れを踏まえた情報

セキュリティ対策のアップデートが必要な時期が来ている

と考えられることから、「地方公共団体における情報セ

キュリティポリシーに関するガイドライン」の改訂に合わ

せて、適宜、県の情報セキュリティ対策基本方針等の見直

しを行うことが望ましい。

【意見８】システム維持管理における随意契約比率の高さ （検討中：デジタル政策推進課）

について 単独随意契約による更新が予定されてい

（73頁・13頁） る情報システムについて、システム維持管

（事実） 理自己点検の実施時に、その妥当性を確認

今般の包括外部監査において、情報システム所管部署に する仕組みを構築できないか検討を行って

対し、ＩＴ調達の状況に関するいくつかの質問事項を含ん いく。

だアンケートを実施した結果、システムの維持管理に関す

る外部委託事業者との契約形態において、単独随意契約の

比率が85％と高い状況にあることが確認された。

詳細な監査の対象としてサンプリングした個別システム

（85ページ）について追加でヒアリング及び資料閲覧を実

施したところ、単独随意契約とした理由としては、①シス

テム開発業者自ら若しくは当該業者のグループ企業がシス

テムの維持管理を行うことで、システムに関する業務内容

を熟知した信頼性の高いサービスが継続的に期待できる、

②システムのプログラムコードにおける著作権等の排他的

権利関係が存在し別業者への切り替えが困難である、③別

業者へ切り替えた場合に追加コストの発生が見込まれるた

め非効率である、などが挙げられた。

上記より、この場合の単独随意契約は、例外的に随意契

約が許容されるケース（地方自治法施行令第167条の２第１

項）に該当するものと整理されている。

県の事務においては、随意契約による予算執行にあたっ

ては、調達原課は支出負担行為伺に「随意契約理由書」を

添付し、秋田県財務規則の規定に基づき財政課への合議を

行っている。これは予算の執行にあたり必須の手続となる

ものであるが、当該理由書には随意契約とした根拠（地方

自治法施行令第167条の２第１項の各号いずれかに該当する

旨）が簡潔に記載されているのみであり、当該判断の検討

過程までは必ずしも明確にされているわけではない。

他方 「秋田県情報システム調達マニュアル」では、単、
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独随意契約にあたっては 「適用する場合は、単独随意契、

約の理由を明確にする必要がある。調達額を見積時に詳細

まで積算し、価格の妥当性と見積根拠を、発注者責任で明

確に示す必要がある 」とし 「透明性・公平性を高めるた。 、

めに、複数の業者が参入する余地がある場合は、単独随意

契約を行わない。既存システムのカスタマイズ等で単独随

意契約を行っている場合も、更新時に競争の適用が出来な

いか見直しを行うこと 」としており、発注者に明確な説。

明責任を求めている。

（所見）

県では当初開発段階でプロポーザルを実施しているケー

スが多く、その場合、一般的には開発後のライフサイクル

コストをある程度踏まえて検討することになるので、コス

トの最適化の点からは、維持管理も含めて外部委託事業者

を選定することの合理性がないとは言えない。

しかし、自治体である以上、調達取引は機会均等の考え

方に基づく公開競争が原則であり、取引の公平性・透明性

をできる限り確保すべきことは論を待たないと思われる。

特に数度の改修を経て長期間にわたり同一の外部委託事業

者（グループ事業者含む）との契約関係が実質的に自動継

続するケースでは、それを当たり前とせずに、原則に立ち

返って、適宜の再検討とその結果の明確な説明を行うこと

が重要になると考える。

外部委託事業者との維持管理契約において単独随意契約

による更新が想定される場合のＩＴ調達審査では、経済的

合理性だけでなく、社会状況の変化により競争の適用可能

性が生じていないかまで含めた検討が行われているかにつ

いて情報企画課と調達原課で協議を行って、その結果を審

査記録に残すようにすることが望ましい。

【意見９】ＩＴ調達に伴う業務改善の実績について （対応済み：デジタル政策推進課）

（74頁・14頁） デジタル化関連事業の計画段階から評価

、 、（事実） を実施し 単純なシステム導入だけでなく

今般の包括外部監査において、情報システム所管部署に 改善すべき内容を提示するような運用に令

対し、ＩＴ調達の状況に関するいくつかの質問事項を含ん 和３年度に見直しを実施した。

だアンケートを実施した結果、システムの導入にあたって

事前のＢＰＲ（業務の現状分析、業務フローの見直し等）

を実施したと回答した割合が８％と極めて低い結果となっ

ている。

行財政改革大綱や秋田県情報システム調達指針において

は、ＩＴ化による業務の効率化を旗印に掲げており、ここ

「 」 、 、でいう 効率化 には ＩＴ導入コストの低減だけでなく

対象業務の見える化・標準化・業務手順の簡素化等による

業務効率の改善効果まで含まれるものと解される。

また、秋田県情報システム調達マニュアルにおいては、

以下のように業務の現状分析・改善を実施することとされ

ている。

ＩＴ調達事業の初期検討にあたっては、調達指針３、４

に則り、まず対象となる業務の現状分析・改善を行い、対

象業務のあるべき姿を明確にする。

業務の現状分析・改善を、次の３つの視点で行う

（１）対象業務を可視化することで、ＩＴ化の検討対象

を明確にし、検討漏れ等を防止する。
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（２）ＩＴ化の前に対象業務の重複や無駄を無くす。

（３）業務をＩＴ化に適した形に変えるなどシンプルに

することで、ＩＴ導入コストの削減をはかる。

業務分析・改善により対象業務そのものを効率化させ、

ＩＴの投資対効果をあげることが出来る。

（出典：秋田県情報システム調達マニュアル）

しかし、実際の調達事務の結果をサンプルベースで見る

限りでは、この工程において検討結果が文書記録として十

分残っていないこともあり、どの程度の改善検討が行われ

たのかが十分見えてこない。

その理由としては、以下のようなものが考えられる。

・近年の情報システムの調達事例の多くがシステムの

更新・リプレースによるものであり、既存のシステ

ムにおける業務のプロセスのまま稼働することを前

提としているため、この場合そもそも業務の見直し

余地が少ない。

・秋田県情報システム調達マニュアルにおいて業務の

現状分析と改善検討を行うこととしているものの、

本マニュアル上で作業アウトプットとして明示され

ている「ＩＴ化検討シート」のひな形が用意されな

いままになっているなど、調達原課にとって参考と

なるものが十分に示されておらず、そのため検討過

程の文書化が進まず、結果としてどのように業務改

善を実施すればよいかのノウハウが現場に蓄積され

ていない。

（所見）

近年のＩＴ調達の考え方の多様化や、足元のデジタルガ

バメント化の動きをみると、今後はより業務プロセスの再

設計が重視されると考えられる。

例えば、自前調達から外部リソースの利用へ比重がシフ

トするのであれば、出来合いのシステムをカスタマイズな

しで利用する必要があるため既存の庁内業務を当該システ

ムが想定する業務の流れに適合させなければならないこと

になる。また、働き方改革の浸透に合わせた業務の見直し

が必要になることも予想される。

業務の見直しによる効率化の重要性・期待値の高まりを

踏まえ、情報企画課は、ＩＴ調達における企画段階の審査

・助言において、さらに指導的機能を発揮し、業務改善の

実績を拡大することが望ましい。

【意見10】ＩＴ調達に伴う費用対効果の検証について （対応済み：デジタル政策推進課）

（76頁・15頁） デジタル化関連事業の計画時、デジタル

（事実） 化による費用対効果と導入後の検証方法に

今般の包括外部監査において、情報システム所管部署に ついても、令和３年度の補正予算要求にお

対し、ＩＴ調達の状況に関するいくつかの質問事項を含ん ける審査から検討を行う運用に見直した。

だアンケートを実施した結果、システムの導入にあたって 事業計画書の提出後、デジタル政策推進課

費用対効果の分析を実施したと回答した割合が３％と極め において、内容の妥当性の確認を実施して

て低い結果となっている。 いる。

秋田県情報システム調達マニュアルにおいては、以下の

とおり、発注計画の策定にあたり複数案から費用対効果の

検証を実施すべきこととされているが、マニュアルの記述

が具体的とは言えず、実際の運用を見ても、費用面では概

算見積の詳細な検討が行われているものの、それに対する



- 24 -

。効果測定がどのように行われているかが十分見えてこない

・概算費用／参考見積りの妥当性を検証し、調達額に対す

る調達仕様（案）の費用対効果の妥当性を検証する。

・再検討が必要な場合は、ＩＴ調達要件の整理に戻り、シ

ステム化対象範囲の見直しや調達方針の工夫を行い、最終

調達仕様と調達予定額を決定する。

（出典：秋田県情報システム調達マニュアル）

（所見）

「調達額に対する調達仕様（案）の費用対効果」の妥当

性の検証について、どのように実施すべきかを具体的に示

せるようにマニュアルを見直せないか検討することが望ま

しい。

【意見11】秋田県情報システム調達マニュアルの改訂につ （対応中：デジタル政策推進課）

いて 国の「自治体ＤＸ推進計画」に示されて

（76頁・16頁） いるガバメントクラウドの利活用も含め、

（事実） 他県等の状況も確認しながらクラウドサー

昨今の地方自治体のＩＴ調達におけるコスト縮減の主要 ビスの導入に向けた検討を行い、秋田県情

な考え方のひとつは、端的にいえば「個々の自治体が同じ 報システム調達マニュアルの改正を行う。

ようなシステムを別々に調達するのは無駄」というもので （令和３年度中に対応予定）

ある。

足元の動きとしては、新型コロナウイルス感染拡大で遅

れが浮き彫りになった行政のデジタル化に向けた基盤整備

を目的として、総務省が、地方自治体ごとに異なる情報シ

ステムの仕様の統一化を検討している。このように、シス

テムの標準化・共有化が推進されることで、特に大型の基

幹業務システムにおいては、地方自治体が一からシステム

を企画・設計する機会は少なくなっていくことが予想され

る。

また、ＩＴ調達におけるコスト縮減の考え方として 「自、

」前で作るよりも既存のサービスを利用するほうが安上がり

という観点から、民間事業者等のＩＣＴサービスをいかに

。行政に活用するかといった発想も一般的になってきている

例えば 「地方公共団体におけるＡＳＰ・ＳａａＳ導入、

活用ガイドライン （平成22年４月 総務省）では 「標準」 、

化・共同化の推進」のひとつとして、ＡＳＰ・ＳａａＳ導

入によるシステム開発費・導入費用の軽減、運用に係る負

担の軽減等のメリットを掲げている。

このような流れは、地方自治体のＩＴ調達におけるトレ

ンドを自前での構築から外部サービスの利用にシフトさせ

ることになると思われる。

また、我が国政府は、平成30年６月に「政府情報システ

ムにおけるクラウドサービスの利用に係る基本方針」を発

表し、国の情報システム構築時の基本方針として 「クラ、

ウド・バイ・デフォルト原則」に基づく積極的なクラウド

サービスの利用を進めており、この流れは早晩、地方自治

体の情報システム構築実務においても大きな影響を及ぼす

ものと考えられる。

一方、秋田県情報システム調達マニュアルの設計思想は

主にスクラッチ開発を前提としたものであり、その前提の

もと、いかに自前の開発コスト及び維持管理コストを合理

化するかがメインテーマとなっている。

もちろん、調達事務における根本的な考え方に大きな変
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化はなく、秋田県情報システム調達指針等で掲げられてい

る考え方は現在でも十分通用するものであることに違いは

、 、 、ないが 自治体のＩＣＴ戦略の変化につれて 新規の論点

実務上の重点項目、あるいは留意すべき押さえどころ等は

刻々と変化するものであり、その意味において、本マニュ

アルはいずれこれらの様々なケースに対応しきれなくなる

リスクが想定される。

しかし、本マニュアルは、平成19年３月の策定以来、令

和元年９月まで計８回の改訂を経ているものの、全てが参

考資料様式の追加や字句の修正等にとどまっており、抜本

的見直しは行われていない状況にある。

（所見）

ＩＣＴの世界における変化のスピードは速く、これらに

対応して地方自治体におけるＩＴ調達の実務も多様化して

いることを踏まえ、最近の動向を適宜取り入れた見直しを

含む定期的な改訂を検討することが望ましい。

【意見12】秋田県情報システム調達マニュアルの位置づけ （検討中：デジタル政策推進課）

について 秋田県情報システム調達マニュアルの改

（78頁・17頁） 正作業において、遵守すべきルールとして

（事実） の部分と参考資料の部分を再構成できない

適正な事務の執行にあたっては、何をもって適正な執行 か検討を行う。

とするのかの基準が必要であり、その意味で原則として遵

守すべきルールとしての事務規定が設けられるべきである

が、現状のマニュアルは、どちらかといえば、ＩＴ調達事

務に慣れていない調達原課担当者の実務上の参考に供し、

もって業務を標準化することを主な目的として策定された

経緯があることから、あるべき事務の流れ・全体像や検討

すべき事項を提示しているものの、それらはあくまで参考

事例に過ぎず、担当者の事務を拘束するものでないと解釈

することも可能であるように見受けられる。

しかし、この解釈が過ぎた場合、マニュアルに準拠しな

い事務が行われたときに、それが妥当であると言えるかど

うかの拠り所がないことになり、ひいては不適切な事務の

執行が看過されるリスクが高くなる懸念が生じる。

（所見）

適正な事務の執行を担保する、という内部統制の視点に

立って、当該マニュアルについては、遵守すべきルールと

しての部分を明確に設定し、調達事務の参考書としての部

分と区別して再構成できないか検討することが望ましい。

【意見13】ＩＴ調達における企画フェーズの資料の保存に （対応中：デジタル政策推進課）

ついて 保存すべき資料の範囲と期間について、

（78頁・18頁） 秋田県情報システム調達マニュアルの改正

（事実） に当たり反映させる。

「秋田県情報システム調達マニュアル」は、システム調 （令和３年度中に対応予定）

達に当たっての調達原課における検討手順や考え方を示し

ており、特にシステム調達の最初の段階である企画フェー

ズにおいては、①対象業務の課題把握、②業務改善計画策

定等の体制の整備（大規模システムのみ 、③対象業務の）

現状分析、④他システム等の事例調査、⑤汎用製品（パッ

ケージ 、サービス等の事前調査、⑥業務改善方針決定、）

⑦業務改善計画策定、といった多面的な検討を求めている
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（同マニュアル4.2.1業務改善計画策定 。）

一方で、当フェーズの検討に関連して収集及び作成され

た資料については、同マニュアルに保存期間や範囲につい

ての特段の定めがないことから、行政文書の管理について

必要な事項を定めた「秋田県行政文書管理規則（平成13年

秋田県規則第11号 」及び「秋田県行政文書管理要綱」に）

基づいて文書等の保管を行うこととなる。この場合、情報

「 」システム調達に関する行政文書は 財務会計に関する文書

に該当するものとされている。

しかし 「財務会計に関する文書」は本来、予算の要求、

及び執行、契約の締結に関する資料がその主な対象である

と解され、その前段階である企画フェーズの検討資料につ

いてはどこまでを行政文書とすべきかのルールが不明確で

あることから、当該資料の保存の要否は各調達原課の判断

に任されているのが現状である。

（所見）

他システムの事例調査、汎用製品・サービス等の事前調

査といった情報システムを巡る環境に関する検討は多岐に

わたる場合が多いと考えられるが、調達原課の担当者が必

ずしも情報システムの技術面に精通しているとは限らない

ため、過年度の検討過程を文書で残しておくことで、次回

調達に際して有用な参考資料になるとともに、ＩＴ調達に

関する知識やノウハウの引継にも役立つと考えられる。

したがって、企画フェーズの検討資料は、少なくとも次

回の新規・更新等に関する調達までは、引き継ぎ資料とし

て保存しておくことが望ましい。

【意見14】ＩＴ調達事務におけるデータベースの活用につ （検討中：デジタル政策推進課）

いて データベースに登録すべき情報の範囲等

（79頁・19頁） について検討を行い、秋田県情報システム

（事実） 調達マニュアルに反映させる。

今般の包括外部監査において、詳細な監査の対象として

サンプリングした個別システム（85ページ）についてヒア

リング及び資料の閲覧を実施したところ、秋田県情報シス

テム調達マニュアルにおいて調達事務執行の結果として入

手又は作成が想定されている資料（アウトプット）に関し

て、全般的に以下のような傾向が見られた。

・調達マニュアル上はアウトプットとして想定されてい

るが、運用上は作成が必須でないとみなされている資

料が複数あること等から、調達マニュアルで要領が示

されているにも関わらず、調達原課では検討作業等の

過程を文書化しておらず、記録として残っていないケ

ースが散見された。

・県では、ＩＴ調達事務に関する行政文書（電子データ

含む）について「予算、決算、出納その他の財務会計

に関する文書」に該当するものとしており 「秋田県、

行政文書管理規則」及び「秋田県行政文書管理要綱」

によれば、その保存期間は５年とされ、当該期間を経

過したものについては順次廃棄することとしている。

そのため、保存期間経過後の書類が調達原課に完全に

保管されていないケースが散見された。

第二条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義

は、当該各号に定めるところによる。
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一 行政文書 知事の事務部局の職員(以下単に「職員」と

いう。)がその分掌する事務に関し職務上作成し、又は取

得した文書、図画及び写真(これらを撮影したマイクロフ

ィルムを含む。以下同じ。)並びに電磁的記録(電子的方

式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識すること

ができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であ

って、職員が組織的に用いるものとして、本庁及び地方

機関が保有しているものをいう。ただし、官報、白書、

新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売すること

を目的として発行されるものを除く。

（出典：秋田県行政文書管理規則）

別表第２ 行政文書保存期間基準表

保存期間 行政文書の区分

５年 （前略）

６ 予算、決算、出納その他の財務会計

に関する文書

７ その他１０年保存を必要としない文

書

（出典：秋田県行政文書管理要綱）

（所見）

秋田県情報システム調達指針では、システム調達に関す

る知識やノウハウを蓄積し共有することを基本方針として

いる。

指針１２ システム調達を効率よく進める知識とノウハウ

を全庁において蓄積し共有する。

（ ）出典：秋田県情報システム調達指針

、県の事務は人事異動で担当者が短期的に入れ替わるため

システムの全体像や導入経緯についての広い見識が定着し

にくい環境にある。したがって、その時々の担当者の範囲

で理解できたとしても、担当の交替を重ねるたびに実務的

な知識が失われてしまうリスクがあるため、特に調達計画

の策定や開発の進捗管理等においては、過去の検討事例が

ノウハウとして有用になると考えられる。

現状では、情報企画課は計画されたシステム調達の概要

や調達原課における自己点検の状況の確認に資する程度の

情報についてデータベースに提出させているが、概要把握

にとどまらず、実際の検討状況についてもデータベースに

残すことが有用と考えられるので、上記の趣旨に照らして

有意義であると判断される場合は、データベースに提出さ

せる資料の範囲を拡大する運用を行うこと、加えて調達マ

ニュアル上も当該運用を明確にルール化することが望まし

い。

また、昨今は情報システムの成果物も電子媒体での納品

が当たり前になってきており、紙ではなく電子記録（Ｍｉ

ｃｒｏｓｏｆｔ ＯｆｆｉｃｅやＰＤＦ等のファイル形

式）でアーカイブすることで保存が容易となり、情報検索

の利便性が向上することが期待できることから、一般的な

行政文書の取扱いとは別に、データベースとして長期間保

管できるように検討することが望ましい。

【意見15】契約書類における情報セキュリティ対策に関す （検討中：デジタル政策推進課）

る事項について 情報システムに関する契約書のひな型に

（81頁・20頁） ついて、情報セキュリティポリシーで求め
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（事実） る要件を満たしたものを提示できるよう、

今般の包括外部監査において、詳細な監査の対象として 検討を行っていく。

サンプリングした個別システム（85ページ）についてシス

テム開発並びに維持管理業務に係る契約書を閲覧したとこ

ろ、情報セキュリティ要件について特段の条項が明記され

ておらず、事前に用意されている契約書のひな型において

も特段設定されていない状況であった。

（所見）

一般的に、外部の事業者による県の有する情報へのアク

セス機会が想定される場合は、セキュリティリスクの観点

から、当該事業者に対し、県の情報セキュリティポリシー

の遵守等について契約書等で合意を得ておくことが必要で

ある。

契約書のひな型を見直すか 契約書チェックシート 秋、「 」（

田県情報システム調達マニュアル 資料編 ２．６ 契約書

チェックシート（案 ）を活用し、契約事務において各調）

達原課で情報セキュリティ項目について漏れがないか確認

するとともに、情報企画課のデータベースへの契約書登録

時にチェックリストを添付させてレビューする等の対応を

検討することが望ましい。

【意見16】システム導入後の評価について （検討中：デジタル政策推進課）

（81頁・21頁） 事業計画時に、実施後の検証方法を検討

（事実） するように運用を見直しているため、検証

ＩＴ調達の事務が効率的に執行され、調達された情報シ した結果の記録の仕方等に関する運用を検

ステムが有効に利用されているかを確認する手段として、 討していく。

また将来のＩＴ調達事務の改善に役立てるためのノウハウ

を蓄積する手段として、導入後の評価を行うことは有用で

ある。

「秋田県情報システム調達指針」においても、以下のと

おり定期的な事後評価を実施することを想定している。

指針１４

ＰＤＣＡサイクルを適切に実践するとともに、定期的にシ

ステムの評価を実施する。

（出典：秋田県情報システム調達指針）

しかし、秋田県情報システム調達マニュアルでは、この

事後評価に関して調達原課の参考になるような具体的な記

述がなく、そもそも「評価」とはどのような活動を指して

いるのか、また、どのような方法で評価するのか等の点で

位置づけが曖昧であることから、実際の運用上も事後評価

がどの程度行われているのかについて、十分確認できない

状況にある。

（所見）

秋田県情報システム調達指針では 「運用段階（維持管、

理）に入ったシステムについて、当初計画した結果が達成

、 。されているか 改善の余地はないか等を継続的に評価する

評価した結果は、全庁において蓄積・共有し、次のＰＤＣ

Ａサイクルに活用する 」とされており、この観点から事。

後評価を行うことは有用であると考えられる。

上記に基づき、事後評価の方法の再検討、評価活動の継

続的な実施並びに評価結果のデータベースへの収集と蓄積

を推進することが望ましい。



- 29 -

【意見17】情報セキュリティポリシーの浸透状況の把握に （対応予定：デジタル政策推進課）

ついて 情報システムのクラウド化の進展などデ

（82頁・22頁） ジタル社会への変化に適合した情報セキュ

（事実） リティポリシーに改正を行うとともに、職

、 。今般の包括外部監査において、情報システム所管部署に 員研修等を通じて周知を行い 浸透を図る

対し、情報セキュリティポリシーの運用状況に関するいく （令和３年度中に対応予定）

つかの質問事項を含んだアンケートを実施したが、これら

の情報セキュリティに関する回答の大部分は、情報企画課

では事前に把握しておらず、庁内の情報セキュリティポリ

シーの全般的な浸透状況が十分把握できていない状況にあ

ると推察される。

（所見）

現状 「秋田県情報セキュリティ対策基準」等の情報セ、

キュリティポリシーの遵守については、各情報システム所

管部署が自主的に対応している状況であるが、自主的な対

応のみではどうしてもセキュリティレベルに差異が生じて

しまうため、情報企画課は庁内の情報セキュリティポリ

シーの浸透状況を適宜に把握し、セキュリティリスクが高

い部署については改善指導を行って、全体のセキュリティ

レベルの維持向上を図る必要がある。

各情報システム所管部署の自己点検を確実に実施させる

とともに、その結果のレビューや内部監査を通じて、適宜

の改善指導を実施することが望ましい。

【意見18】情報セキュリティ監査の実施状況について （対応中：デジタル政策推進課）

（82頁・22頁） 令和３年度中に「秋田県情報セキュリ

（事実） ティ対策基準」を改正した後、セキュリ

「秋田県情報セキュリティ対策基準」では、「情報セ ティ監査についても実施方法や計画の見直

キュリティ監査統括責任者は、監査結果を取りまとめ、Ｃ しを行う予定である。見直し内容に従い、

ＩＳＯに報告する 「ＣＩＳＯは、監査結果を踏まえ、指 監査の実施と報告を行っていく。。」

摘事項を所管する情報セキュリティ管理者に対し、当該事

項への対処を指示しなければならない 」とされているが、。

令和元年度の情報セキュリティ監査については、監査実施

から１年程度経過しているにもかかわらず、監査報告が未

だ行われていない。

（所見）

監査の実施結果については速やかにフォローアップを行

い、監査の過程で検出されたリスクを早期に低減するよう

対策を講じることが重要である。

監査対象部署における指摘事項への対応の実効性を確保

するため、監査結果は監査実施から期間をあけることなく

速やかに報告することが望ましい。

【意見19】情報セキュリティに関する教育・研修について （対応済み：デジタル政策推進課）

（83頁・19頁） 令和３年３月、庁内職員を対象に、サイ

（事実） バーセキュリティ対策や県内で発生してい

情報セキュリティに関して実施されている教育・研修は る脅威などについて勉強会を実施した。、

現状、新規採用職員研修での講義及び情報化リーダー等へ 令和３年度は、ランサムウェア（身代金

のｅ－ラーニング受講推奨のみとなっている。 要求型ウイルス）等、最新のサイバーセ

（所見） キュリティへの脅威に関する研修を実施し

情報セキュリティに関しては、原則として全ての県職員 た。引き続きより多くの職員に対して研修

が定期的に何らかの教育・研修を受けるべきであると考え を実施できるように取組を進めていく。

られる。様々な事情から座学やｅ－ラーニングの対象を増
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やすのが難しいとしても、一般的には、組織内ネットワー

クを使った動画の配信や、メールによる最新情報提供、

メールによるフィッシング対策の訓練等、様々な形の教育

研修の事例が見受けられることから、これらを踏まえて職

員に対するセキュリティ教育の機会の充実を検討すること

が望ましい。

【意見20】サーバ室の入退室管理について （対応中：デジタル政策推進課）

（83頁・19頁） 令和３年度中にサーバ室の鍵の取扱いを

（事実） 定め、非常時の利用に限定することをルー

情報企画課のサーバ室への入退出については生体認証 指 ル化する。（

紋認証）により制限される仕組みとなっているが、現地視

察を行ったところ、情報企画課が管理している鍵を使うこ

とのみでも入退室が可能な状況にあると見受けられる。

この場合、生体認証の登録がされていない（又は登録解

除された）者が鍵を使用して入室することができるため、

結果として生体認証によるサーバへのアクセス制限が無効

化されるリスクがある。

上記について情報企画課へヒアリングしたところ、実際

に鍵を使用するケースはほとんど無いとのことであるが、

どのようなケースで鍵の使用を許可するかなどのルールは

現状、明確にされていない。また、鍵使用の管理簿等も特

段作成されていないため、誰がいつ使用したか、適切な責

任者の承認を得たか等の履歴が確認できない。

（所見）

鍵の管理に関する取扱いを明確にするとともに、鍵を使

用するケースは非常時等の例外事項としてルール化するこ

とを検討することが望ましい。

第５章 個別情報システムの調達・維持管理等における事

務の態勢に関する指摘事項及び監査の結果に添えて提出す

る意見

５ 個別情報システムの監査結果について

（１）秋田県予算編成・政策評価システム

【指摘事項８】契約・開発終了連絡票の未登録について （対応済み：財政課）

（95頁・24頁） 令和３年度以降の改修においては、契

（事実） 約・開発終了連絡票について、デジタル政

情報企画課のデータベースを確認したところ、契約・開 策推進課のデータベースへの登録を適切に

発終了連絡票の登録がなされていなかった。 行っていく。

ただし、当システムの平成30～令和元年度改修について

は、旧一括導入パソコンのリース延長等もあったため、調

達原課と情報企画課において、契約・開発の終了について

電話連絡等により、調整等も行っていたとのことである。

（所見）

調達マニュアルの趣旨に鑑み、情報企画課のデータベー

スへの登録についても確実に実施されたい。

【意見21】軽度な改修における「秋田県情報システム調達 （対応中：デジタル政策推進課）

マニュアル」の適用について ＩＴ調達事前審査の対象を含め、令和３

（96頁・24頁） 年度中に秋田県情報システム調達マニュア

（事実） ルの改正を行う。

計画時・実施時・完了時の各段階で情報企画課に提出す

べき書類である関門検査点検シートが、情報企画課のデー
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タベースを確認したところ保存されておらず、確認できな

かった。

上記について、調達原課及び情報企画課からは、当シス

テムの平成30～令和元年度改修がＷｉｎｄｏｗｓ10への対

応であり、本来の開発・更新のような新たに追加される機

能がなく、軽度なものであることから、マニュアルで定め

る関門検査点検シートで情報を蓄積する必要性に乏しいと

の説明を受けている。

なお 「秋田県情報システム調達マニュアル」では、事、

務手続の省略可否について特段の定めはない。

（所見）

秋田県情報システム調達マニュアルは、新たに情報シス

テムを導入する場合の事務を想定し、企画段階から維持管

理段階までを範囲とする内容となっている。一方で、近年

では、既に多くの業務でＩＴ化が進展しており、従来手作

業によっていた事務を新たにＩＴ化するよりも、むしろ改

修や入替えといったケースが増加している。

よって、事務効率の観点から、調達マニュアルで想定し

ている業務フローについて、担当者レベルの判断で手続を

省略することが今後も起こりうるものと考えられる。

しかし、今回のような機能の追加・変更等を伴わない改

修の場合であっても、ＩＴ調達である以上、内部統制の観

点からは調達マニュアルに準拠した事務が求められ、この

原則に則らなければ、個々の担当者の裁量が入る余地が生

じ、事務の均質性が確保されなくなる懸念が生じる。

したがって、現状のマニュアルをそのまま適用すること

が効率性を阻害するのであれば、本来はマニュアル自体を

現状の実務にあわせて見直しすべきである。

原則的にはマニュアルに準拠しつつも、簡略的な手続を

許容できる範囲を明示し、可能な範囲で簡略化を容認する

対応ができないか検討することが望ましい。

（３）情報活用支援システム

【指摘事項９】関門検査点検シートの未作成について （対応済み：デジタル政策推進課）

（102頁・25頁） 今後は 「関門検査点検シート」につい、

（事実） てデジタル政策推進課において定期的に

関門検査点検シートは計画時・実施時・完了時の各段階 データベースへの登録状況を確認し、作成

で情報企画課に提出すべき書類である。計画時と実施時の を徹底する。

ものは、情報企画課のデータベースの記録から作成された

ことを確認できたが、完了時のものは確認できなかった。

関門検査点検シート（完了時）の内容は、システム開発

委託の完了報告書で代替できないものであると所管課でも

、 。認識しており 行方不明となった理由は確認できなかった

（所見）

調達マニュアルに従い、確実に作成されたい。

【意見22】非機能要件検討シートの表記について （対応済み：デジタル政策推進課）

（102頁・26頁） 今後は、デジタル政策推進課において定

（事実） 期的にデータベースへの登録状況を確認

非機能要件検討シートは作成されていたが システム名 し、各種ドキュメントへのシステム名、サ、 、

サブシステム名の欄が空欄となっていた。 ブシステム名の記載を徹底する。

（所見）

作成時点においてシステム名等が確定していなかったと
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も推測されるが、システム名の決定は調達事務の基礎であ

るため、空欄のままにせず確定しだい記入することが望ま

しい。

【意見23】受入テストの書類保管について （対応済み：デジタル政策推進課）

（103頁・26頁） 今後は、デジタル政策推進課において定

（事実） 期的にデータベースへの登録状況を確認

、 。所管課では受入テスト自体は行ったものの、成果物とし し 成果物としての書類を確実に保管する

ての書類は保管しておらず、紛失した可能性があるとのこ

とである。

（所見）

テストを実施した事跡を残す意味で、成果物を確実に保

管しておくことが望ましい。

（４）サーバ統合基盤

【指摘事項10】各種連絡票の未登録について （対応済み：デジタル政策推進課）

（106頁・26頁） 今後は、発注計画連絡票、契約・開発着

（事実） 手連絡票及び契約・開発終了連絡票等の各

発注計画連絡票、契約・開発着手連絡票及び契約・開発 種連絡票についてデジタル政策推進課の

終了連絡票が管理部署と発注部署が同一であることをもっ データベースへの登録及びデジタル政策推

て登録されていない。 進課による助言・依頼事項の完了確認を定

各種連絡票はスケジュールチェックを行い手続きの漏れ 期的に行う。

を防ぐために登録されるものであるが、当該連絡票が登録

されていないためどのような管理運用がなされているか検

証できない。

（所見）

管理部署と発注部署が同一であっても登録することを検

討されたい。

【指摘事項11】関門検査点検シートの未作成について （対応済み：デジタル政策推進課）

、「 」 、（106頁・27頁） 今後は 関門検査点検シート の作成

（事実） 関連資料についてデジタル政策推進課にお

関門検査点検シートが管理部署と発注部署が同一である いて定期的にデータベースへの登録状況の

ことをもって作成されていない。 確認を行い、作成を徹底する。

各種関門検査点検シートは契約の実効性を測り調達情報

の管理を行うため点検が実施され作成される運用手続きで

あるが、当該関門検査点検シートが作成されていないため

点検が実施されているのか検証できない。

（所見）

管理部署と発注部署が同一であっても作成することを検

討されたい。

（５）給与システム

【指摘事項12】各種連絡票の未登録について （対応済み：デジタル政策推進課）

（110頁・27頁） 今後は、発注計画連絡票、契約・開発着

（事実） 手連絡票及び契約・開発終了連絡票等の各

発注計画連絡票、契約・開発着手連絡票及び契約・開発 種連絡票についてデジタル政策推進課にお

終了連絡票が管理部署と発注部署が同一であることをもっ いて定期的にデータベースへの登録状況の

て登録されていない。 確認を行い、登録を徹底する。

各種連絡票はスケジュールチェックを行い手続きの漏れ

を防ぐために登録されるものであるが、当該連絡票が登録

されていないためどのような管理運用がなされているか検

証できない。
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（所見）

管理部署と発注部署が同一であっても登録することを検

討されたい。

【指摘事項13】関門検査点検シートの未作成について （対応済み：デジタル政策推進課）

（111頁・27頁） 今後は、データベースの登録状況を定期

（事実） 的に確認し、デジタル政策推進課の発注で

関門検査点検シートが管理部署と発注部署が同一である あっても「関門検査点検シート」を確実に

ことをもって作成されていない。 作成する。

各種関門検査点検シートは契約の実効性を測り調達情報

の管理を行うため点検が実施され作成される運用手続きで

あるが、当該関門検査点検シートが作成されていないため

点検が実施されているのか検証できない。

（所見）

管理部署と発注部署が同一であっても作成することを検

討されたい。

（６）財務会計システム

【指摘事項14】関門検査点検シートの未作成について （対応済み：デジタル政策推進課）

、「 」 、（114頁・28頁） 今後は 関門検査点検シート の作成

（事実） 関連資料についてデジタル政策推進課にお

関門検査点検シート（計画時及び実施時）が管理部署と いて定期的にデータベースへの登録状況を

発注部署が同一であることをもって作成されていない。 確認し、未作成のものがないように点検を

各種関門検査点検シートは契約の実効性を測り調達情報 徹底する。

の管理を行うため点検が実施され作成される運用手続きで

あるが、当該関門検査点検シートが作成されていないため

点検が実施されているのか検証できない。

（所見）

管理部署と発注部署が同一であっても作成することを検

討されたい。

（７）情報集約配信システム

【意見24】ＩＴ調達計画書のシステム名称・内容について （対応済み：デジタル政策推進課）

（117頁・28頁） 情報システム調達事前審査の過程でシス

（事実） テム名称や内容が変更される場合は、記録

ＩＴ調達計画書送付票上のシステム名は「情報集約配信 を残すことを徹底し、複数の者による確認

システム」であるが、ＩＴ調達計画書・ＩＴ調達事前審査 を行う。

調書上のシステム名及び内容は「統合型地理情報システム

推進事業」のものとなっており、名称・内容が一致してい

ない。この状態で情報企画課の審査を受けており、名称・

内容が不一致のまま提出された理由や審査の段階で訂正さ

れなかった理由は不明である。

（所見）

「情報集約配信システム」と「統合型地理情報システム

推進事業」との間に何らかの関係がある可能性も否定でき

ず、当初の想定から変更があったのではないかと推測され

るが、事跡が残っていない以上、審査の妥当性に疑問が残

る。

調達事務の過程でシステム名称・内容が変更される場合

は、その事跡を理由とともに残しておくことが望ましい。

（８）電子県庁基盤システム

【指摘事項15】関門検査点検シートの未作成について （対応済み：デジタル政策推進課）
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、「 」 、（121頁・29頁） 今後は 関門検査点検シート の作成

（事実） 関連資料についてデジタル政策推進課にお

「関門検査点検シート」は、コンサル・ＳＥ支援・開 いて定期的にデータベースの確認を行い、

発・環境設定・ホームページ作成等全ての調達案件につき 未作成のものがないよう点検を行う。、

業務の計画時・実施時・業務完了時に調達原課が作成し、

その裏付けとなる資料とともに「ＩＴ調達支援ページ」の

情報企画課のデータベースに登録することとされている 秋（

田県情報システム調達マニュアル 資料集 ３．８「関門検

査運用ルールとフロー 。」）

調達マニュアルによると、関門検査は、①各調達原課に

おいて調達事務が必要十分に実施されることを担保するた

めに自己点検を促すこと、②情報企画課のサポート担当者

が各調達原課の業務の進捗状況を把握し必要な助言・依頼

を行うこと、③情報企画課のデータベースに各システムに

関する資料・情報を収集することを主な目的として実施さ

れるものであり、これらを踏まえると、「関門検査点検

シート」並びに関連資料は、原則としてその最終版が情報

企画課のデータベースに登録されているべきである。

しかし、本システムにおいては、情報企画課のデータ

ベースに登録されておらず未了事項のフォローアップ結果

が不明であるなど、監査上、マニュアルが想定する業務が

網羅的に実施されたかどうかのエビデンス（証拠記録）が

確認できなかった。ただし、調達原課に対するヒアリング

においては、調達原課担当者から必要十分な業務は実施さ

れている旨の回答を得ている。

（所見）

調達マニュアルの趣旨に鑑み、最終版の「関門検査点検

シート」の作成、関連資料について情報企画課のデータ

ベースへの登録及び情報企画課による助言・依頼事項の完

了確認について徹底するようにされたい。

【指摘事項16】契約・開発着手連絡票及び契約・開発終了 （対応済み：デジタル政策推進課）

連絡票の未登録について 今後は 「契約・開発着手連絡票」及び、

（122頁・29頁） 「契約・開発終了連絡票」についてデジタ

（事実） ル政策推進課で定期的にデータベースを確

「 」 「 」 、 。契約・開発着手連絡票 及び 契約・開発終了連絡票 認し 未登録のものがないよう点検を行う

は 「ＩＴ調達支援ページ」の登録ページであり、調達マ、

ニュアル上は、前述の「関門検査点検シート」を含め、調

達原課がその調達業務の進捗段階に応じて、当該連絡票に

必要な資料を添付して登録することとなっているものであ

る。

しかし、本システムにおいては、当該連絡票がデータ

ベースに登録されておらず、監査上、マニュアルが想定す

る業務が網羅的に実施されたかどうかのエビデンス（証拠

記録）が確認できなかった。ただし、調達原課に対するヒ

アリングにおいては、調達原課担当者から必要十分な業務

は実施されている旨の回答を得ている。

（所見）

調達マニュアルの趣旨に鑑み 「契約・開発着手連絡票」、

及び「契約・開発終了連絡票」の登録並びに関連資料につ

いて情報企画課のデータベースへの登録について徹底する

ようにされたい。
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【意見25】受入テスト計画の事前検討について （対応済み：デジタル政策推進課）

（123頁・30頁） 今後は、システムの受入テスト実施にあ

（事実） たって、事前の受入テスト計画の検討段階

調達マニュアルによれば 「受入テスト（又は検収テス から主体的に関与するよう、構築時におけ、

ト・承認テスト 」とは、システムの使用者（発注者（調 る調達マニュアルの遵守を徹底する。）

達原課 ）が、納品されるシステムが要求したとおりの機）

、能や性能を備えているかどうかを検証するテストであって

発注者は、発注者責任において受入テストを行い、実際に

システムが仕様のとおりに動作し、運用可能であるかを確

認する必要があるとされているものである（秋田県情報シ

ステム調達マニュアル 資料集 ３．６「受け入れテスト実

施の留意点 。」）

また、受入テストの発注者・受注者におけるそれぞれの

責任分担としては、原則として以下のような分け方を想定

しており、発注者である調達原課が、受注者である委託業

者のサポートを受けてテスト計画（項目・手順）を主体的

に策定するとともに、計画どおりにテストが実施され、合

格水準のテスト結果が得られたことを確認することが想定

されている。

（ ）出典：秋田県情報システム調達マニュアル

進捗管理の適切性を担保するための関門検査（点検シー

ト）においても、実施時点（業務完了・報告より前の開発

段階）においてシステムの受入（検収）体制が検討されて

いるかどうかの確認項目があり、委託業者へ丸投げになる

ことのないようなチェック体制が整備されている。

しかし、本システムにおいては、委託契約書に受入テス

ト計画・報告に関する合意事項が文書化されておらず、監

査上、県側が事前に受入テストの十分性・妥当性について

確認している形跡が確認できなかった。ただし、受入テス

ト自体は実施され、その結果も委託業者から調達原課へ報

告されていることは確認した。

（所見）

受入テストは、システムの検収にあたって非常に重要な

業務であり、発注者としては主体的に実施すべき業務であ

ることから、事後的なテストの結果の確認のみならず、事

前の受入テスト計画の検討段階から主体的に関与すること

が望ましい。

（９）物品調達システム

【指摘事項17】関門検査点検シートの未作成について （対応済み：デジタル政策推進課）

（126頁・31頁） 今後は 「関門検査点検シート」につい、

（事実） てデジタル政策推進課が調達するもので

、 、関門検査点検シート（計画時及び実施時）が管理部署と あっても データベースを定期的に点検し

発注部署が同一であることをもって作成されていない。 未作成のものが無いように徹底する。

各種関門検査点検シートは契約の実効性を測り調達情報

の管理を行うため点検が実施され作成される運用手続きで
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あるが、当該関門検査点検シートが作成されていないため

点検が実施されているのか検証できない。

（所見）

管理部署と発注部署が同一であっても作成することを検

討されたい。

（10）旅費計算支援システム

【指摘事項18】関門検査点検シートの未作成について （対応済み：デジタル政策推進課）

（129頁・31頁） 今後は 「関門検査点検シート」につい、

（事実） てデジタル政策推進課が調達するもので

関門検査点検シート（計画時及び実施時）が管理部署と あっても定期的にデータベースへの登録状

発注部署が同一であることをもって作成されていない。 況を確認し、作成を徹底する。

各種関門検査点検シートは契約の実効性を測り調達情報

の管理を行うため点検が実施され作成される運用手続きで

あるが、当該関門検査点検シートが作成されていないため

点検が実施されているのか検証できない。

（所見）

管理部署と発注部署が同一であっても作成することを検

討されたい。

【意見26】受入テスト文書の管理について （対応済み：デジタル政策推進課）

（130頁・32頁） 今後は、デジタル政策推進課が定期的に

（事実） データベースの確認を行い、受入テスト結

受入テストにおいて受注者側テスト結果成果物の文書が 果の保存を徹底する。

確認されなかった。文書管理のルールに則り廃棄となった

可能性はあるが事実関係は不明である。

本番環境への移行は平成23年12月とのことであるが、11

月までの事前判定会議の議事録は存在するが、その時点で

はまだ移行判断はできていない。

（所見）

、受入テストはシステムの使用者が納品されるシステムが

要求したとおりの機能や性能を備えているかどうかを検証

するテストであるため文書管理規程にかかわらず検証する

経緯を残すことが望ましい。

（11）ＳＴＡＹ ＡＫＩＴＡ

【指摘事項19】関門検査点検シートの未作成について （対応予定：観光振興課）

（134頁・32頁） 課内回覧及びミーティングを通じて課員

（事実） へのＩＴ調達マニュアルの浸透を図り、

「関門検査点検シート」は、コンサル・ＳＥ支援・開 データベースへ漏れなく情報を登録できる

発・環境設定・ホームページ作成等全ての調達案件につき ようにする。また、ＩＴ調達に関する担当、

業務の計画時・実施時・業務完了時に調達原課が作成し、 者を任命し、課内におけるデータベースの

その裏付けとなる資料とともに「ＩＴ調達支援ページ」の 登録状況を定期的に確認し、登録されてい

情報企画課のデータベースに登録することとされている 秋 ないものがある場合、事業担当者に対し登（

田県情報システム調達マニュアル 資料集 ３．８「関門検 録を促すよう取り組んでいく。

査運用ルールとフロー 。 （令和３年度中に対応予定）」）

調達マニュアルによると、関門検査は、①各調達原課に

おいて調達事務が必要十分に実施されることを担保するた

めに自己点検を促すこと、②情報企画課のサポート担当者

が各調達原課の業務の進捗状況を把握し必要な助言・依頼

を行うこと、③情報企画課のデータベースに各システムに

関する資料・情報を収集することを主な目的として実施さ

れるものであり、これらを踏まえると、「関門検査点検
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シート」並びに関連資料は、原則としてその最終版が情報

企画課のデータベースに登録されているべきである。

しかし、本システムにおいては、当該資料が情報企画課

のデータベースに登録されておらず、監査上、マニュアル

が想定する業務が網羅的に実施されたかどうかのエビデン

ス（証拠記録）が確認できなかった。ただし、調達原課に

対するヒアリングにおいては、調達原課担当者から必要十

分な業務は実施されている旨の回答を得ている。

（所見）

調達マニュアルの趣旨に鑑み、最終版の「関門検査点検

シート」の作成、関連資料について情報企画課のデータ

ベースへの登録について徹底するようにされたい。

【指摘事項20】各種連絡票の未登録について （対応予定：観光振興課）

（134頁・33頁） 課内回覧及びミーティングを通じて課員

（事実） へのＩＴ調達マニュアルの浸透を図り 発、「

「発注計画連絡票 「契約・開発着手連絡票」及び「契 注計画連絡票 「契約・開発着手連絡票」」、 」、

約・開発終了連絡票」は 「ＩＴ調達支援ページ」の登録 及び「契約・開発終了連絡票」への登録を、

ページであり、調達マニュアル上は、前述の「関門検査点 漏れなく実施できるようにするとともに、

検シート」を含め、調達原課がその調達業務の進捗段階に 「関門検査点検シート」等を活用し、業務

応じて、当該連絡票に必要な資料を添付して登録すること 進行におけるエビデンスが確認できる資料

となっているものである。 を適切に管理するよう徹底する。また、Ｉ

しかし、本システムにおいては、当該連絡票がデータ Ｔ調達に関する担当者を任命し、課内にお

ベースに登録されておらず、監査上、マニュアルが想定す けるデータベースの登録状況を定期的に確

る業務が網羅的に実施されたかどうかのエビデンス（証拠 認し、登録されていないものがある場合、

記録）が確認できなかった。ただし、調達原課に対するヒ 事業担当者に対し登録を促すよう取り組ん

アリングにおいては、調達原課担当者から必要十分な業務 でいく。

は実施されている旨の回答を得ている。 （令和３年度中に対応予定）

（所見）

調達マニュアルの趣旨に鑑み 「発注計画連絡票 「契、 」、

約・開発着手連絡票」及び「契約・開発終了連絡票」の登

録並びに関連資料について情報企画課のデータベースへの

登録について徹底するようにされたい。

【意見27】受入テスト計画の事前検討について （対応済み：観光振興課）

（135頁・33頁） 課内回覧及びミーティングを通じて課員

（事実） へのＩＴ調達マニュアルの浸透を図り、事

調達マニュアルによれば 「受入テスト（又は検収テス 後的なテストの結果の確認のみならず、実、

） （ ）ト・承認テスト 」とは、システムの使用者（発注者（調 施時点 業務完了・報告より前の開発段階

達原課 ）が、納品されるシステムが要求したとおりの機 においてシステムの受入（検収）体制を整）

能や性能を備えているかどうかを検証するテストであって 備し、受入テストを適切に行うよう取り組、

発注者は、発注者責任において受入テストを行い、実際に んでいる。

システムが仕様のとおりに動作し、運用可能であるかを確

認する必要があるとされているものである（秋田県情報シ

ステム調達マニュアル 資料集 ３．６「受け入れテスト実

施の留意点 。」）

また、受入テストの発注者・受注者におけるそれぞれの

責任分担としては、原則として以下のような分け方を想定

しており、発注者である調達原課が、受注者である委託業

者のサポートを受けてテスト計画（項目・手順）を主体的

に策定するとともに、計画どおりにテストが実施され、合

格水準のテスト結果が得られたことを確認することとされ

ている。
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（出典：秋田県情報システム調達マニュアル）

進捗管理の適切性を担保するための関門検査（点検シー

ト）においても、実施時点（業務完了・報告より前の開発

段階）においてシステムの受入（検収）体制が検討されて

いるかどうかの確認項目があり、委託業者へ丸投げになる

ことのないようなチェック体制が整備されている。

しかし、本システムにおいては、委託契約書にはテスト

計画・報告を実施すべきとする約定が文書化されているも

のの、当該資料は受注者が業務完了後の報告書にて提出す

ることとなっており、監査上、県側が事前に受入テストの

十分性・妥当性について確認している形跡が確認できな

かった。ただし、受入テスト自体は実施され、その結果も

委託業者から調達原課へ報告されていることは確認した。

（所見）

受入テストは、システムの検収にあたって非常に重要な

業務であり、発注者としては主体的に実施すべき業務であ

ることから、事後的なテストの結果の確認のみならず、事

前の受入テスト計画の検討段階から主体的に関与すること

が望ましい。

【意見28】パスワードの管理について （対応予定：観光振興課）

（136頁・35頁） 課内回覧及びミーティングを通じて課員

（事実） へのＩＴ調達マニュアルの浸透を図り、

本システムにおけるパスワード管理の状況について、調 ユーザとパスワードの管理に関するルール

達原課へヒアリングしたところ、運用当初のパスワードを の設定及びその遵守、定期的なパスワード

そのまま利用しており、特段の変更をする運用となってい 変更を行っていく。

なかった。 （令和３年度中に対応予定）

（所見）

セキュリティリスクの観点からパスワードは定期的に変

更すべきであるため、調達原課においてユーザとパスワー

ドの管理に関するルールを設け、システム改修等のために

アクセスすると見込まれる外部委託業者を含め、対象とな

るシステム利用者に当該ルールを遵守させるような運用が

望ましい。

（13）公営企業財務会計システム

【意見29】関門検査点検シートの提出確認について （対応中：デジタル政策推進課）

（142頁・35頁） 令和３年度に秋田県情報システム調達マ

（事実） ニュアルの改正を行うに当たり、必要書類

「秋田県情報システム調達マニュアル」において、情報 の精査を行い、情報の集積を図っていく。

企画課に提出すると定められている「関門検査点検シート また、データベースの棚卸しについても定

（実施時 「関門検査点検シート（完了時 」が、情報企 期的に実施する。）」 ）

画課のデータベースに保存されておらず、受付確認した形

跡がみられない。他方、調達原課では完成版を資料として

保管しているなど、提出が漏れていたと認められる状況は

確認できない。
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このような状況に至った原因は複数想定されるが、本監

査の過程では、原因の特定はできなかった。

（所見）

「秋田県情報システム調達マニュアル」によれば、当該

シートは、調達指針12に則り、システム調達を効率よく進

める知識とノウハウを全庁において蓄積し共有するための

ツールであるとともに、調達の各段階における管理が適切

に実施されていることを自己点検するため、加えて、庁内

のシステムを全般的に管理する情報企画課がその点検状況

を確認し、必要に応じて指導助言するために作成・提出さ

れるものである。

調達マニュアルの趣旨に鑑み、情報企画課において定期

的にデータベースを棚卸するなど、提出状況を確認するこ

とが望ましい。

（14）秋田県公共事業執行管理システム

【指摘事項21】定期的なＩＤ付与状況の見直しについて （対応済み：技術管理課）

（147頁・36頁） 監査指摘後速やかにＩＤの点検を行い、

（事実） 使用実態のないＩＤについては廃止及び権

情報セキュリティ対策基準によると、利用者ＩＤの取扱 限削除、使用者名（組織名称）が古いもの

いとして、未利用のＩＤが放置されないよう、点検すべき については変更処理を行うことで、未利用

とされている（秋田県情報セキュリティ対策基準 ２ アク ＩＤの放置状況を解消した。

セス制御 （１）アクセス制御 。 （措置完了日：令和３年３月７日））

また、令和３年４月１日からの組織改編

に合わせ、旧所属は廃止及び権限削除を行

い、新組織名称のＩＤ及び権限付与を行っ

た。

（措置完了日：令和３年３月３１日）

（出典：秋田県情報セキュリティ対策基準）

しかし、本システムにおいては、システムに登録されて

いるＩＤのリストを閲覧したところ、現在使用されていな

いＩＤが廃止及び権限削除されず放置されている状態にあ

った。

（所見）

ＩＤの利用状況が管理されない場合、不正・不適切な情

報アクセスを可能にするきっかけとなり、アクセス制限の

有効性が低下するなど、セキュリティ面でリスクが高まる

ことが予想され、実社会においても未使用ＩＤを使った不

正アクセスによる問題が生じた事例が各所で起こっている

ことから、リスク管理上、ＩＤの利用状況の管理に留意す

る必要がある。

情報セキュリティ対策基準に準拠し、定期的にＩＤの付

与状況を見直して不要なＩＤは都度廃止及び権限削除する

ようにされたい。

【意見30】受入テスト計画の事前検討について （対応済み：技術管理課）

（148頁・37頁） 令和３年度運用保守業務委託の仕様書に

（事実） おいて、受入テスト計画の項目を追加し、

調達マニュアルによれば 「受入テスト（又は検収テス 機能改修にかかる受入テストについて着手、

ト・承認テスト 」とは、システムの使用者（発注者（調 前に秋田県と協議することとしている。）

達原課 ）が、納品されるシステムが要求したとおりの機 （措置完了日：令和３年３月１６日））

能や性能を備えているかどうかを検証するテストであって また、上記に係る協議を令和３年４月６、
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発注者は、発注者責任において受入テストを行い、実際に 日に行っている。

システムが仕様のとおりに動作し、運用可能であるかを確

認する必要があるとされているものである（秋田県情報シ

ステム調達マニュアル 資料集 ３．６「受け入れテスト実

施の留意点 。」）

また、受入テストの発注者・受注者におけるそれぞれの

責任分担としては、原則として以下のような分け方を想定

しており、発注者である調達原課が、受注者である委託業

者のサポートを受けてテスト計画（項目・手順）を主体的

に策定するとともに、計画どおりにテストが実施され、合

格水準のテスト結果が得られたことを確認することとされ

ている。

（出典：秋田県情報システム調達マニュアル）

進捗管理の適切性を担保するための関門検査（点検シー

ト）においても、実施時点（業務完了・報告より前の開発

段階）においてシステムの受入（検収）体制が検討されて

いるかどうかの確認項目があり、委託業者へ丸投げになる

ことのないようなチェック体制が整備されている。

しかし、本システムにおいては、委託契約書に受入テス

ト計画・報告に関する合意事項が文書化されておらず、監

査上、県側が事前に受入テストの十分性・妥当性について

確認している形跡が確認できなかった。ただし、受入テス

ト自体は実施され、その結果も委託業者から調達原課へ報

告されていると推定された。

（所見）

受入テストは、システムの検収にあたって非常に重要な

業務であり、発注者としては主体的に実施すべき業務であ

ることから、事後的なテストの結果の確認のみならず、事

前の受入テスト計画の検討段階から主体的に関与すること

が望ましい。

（15）雪情報システム

【指摘事項22】パスワードの設定について （対応済み：道路課）

（152頁・38頁） 令和３年度から各地域振興局毎にパス

（事実） ワードを設定することとし、新パスワード

「秋田県情報セキュリティ対策基準」では 「職員等間 に変更した。、

でパスワードを共有してはならない（ただし共有ＩＤに対

するパスワードは除く 」と定められている。）。

しかし、当システムでは、導入後より現在まで、全ユー

ザＩＤに対し同じパスワードを設定している。

（所見）

全ユーザがパスワードを共有すると、パスワードを設定

、 、する意味がなくなり 誰がアクセスしたかの履歴が追えず

アクセス権限のない第三者への漏えいリスクも高まること

から、セキュリティ対策基準に準拠し、個人別のパスワー

ドの設定と定期的な変更を踏まえたルールを設定し、遵守
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されたい。

【意見31】ＩＴ調達事務の適用範囲について （対応中：デジタル政策推進課）

（152頁・38頁） 令和３年度中にＩＴ調達の対象範囲の規

（事実） 定を含め、秋田県情報システム調達マニュ

調達原課並びに情報企画課からのヒアリングによると、 アルの更新を行うこととしている。同マ

平成26年度の雪情報システムの再開発においては、測定機 ニュアルで設定した対象については、確実

器の調達が主であったため、情報システム調達マニュアル に審査されるように、説明会等で周知して

の業務フローの対象とせず、物品調達の位置づけで事務処 いく。

理されていた。このため、情報企画課では平成26年度の雪

情報システムの再開発の状況を適時に把握できていなかっ

た。一方で、維持管理予算の申請は情報システム調達マ

ニュアルに沿って事務がなされていることから、情報企画

課では、システム再開発後、維持管理予算申請において初

めて当該システムが再開発されたことを認識している。

このように、本来はＩＴ調達の対象とすべきものであっ

ても、同一契約内でハードウェアや他サービスの比重が大

きいケースでは、ＩＴとそれ以外の切り分けが適切に行わ

れず、結果として情報システム投資の状況について把握が

遅れるなどのリスクがみられる。また、調達マニュアルで

想定している事務手続や自己点検が行われないことによる

非効率性のリスクも十分低減されないことにつながると考

えられる。

（所見）

「秋田県情報システム調達マニュアル」においては、Ｉ

Ｔ調達の管理対象は基本的にすべての情報システムが該当

することとしており、契約上一体であって外観的に非ＩＴ

、 。の部分が主である場合であっても これを除外していない

庁内ＩＴ調達の全体最適化や投資の有効性向上のために

は、情報システムにかかる状況は適時にかつ漏れなく把握

される必要があることから、当システムのケースのような

リスクがあることを各部課に周知するなど、ＩＴ調達事務

の対象から除外されるリスクを防止するための対応を検討

することが望ましい。

【意見32】情報企画課のデータベースへの登録資料の確認 （対応済み：デジタル政策推進課）

について 今後は、デジタル政策推進課において定

（153頁・39頁） 期的にデータベースの登録情報を確認し、

（事実） 登録されていない場合、情報システムの調

「秋田県情報システム調達マニュアル」において、シス 達担当課室等に対して確認と催促を行う。

テムの維持管理フェーズに作成することと定められている

「維持管理業務見直し・次年度計画連絡票」が情報企画課

のデータベースに登録されていない。また 「維持管理業、

務見直し・次年度計画連絡票」に添付されるべき「システ

ム維持管理自己点検評価表」「システム維持管理検討・

チェックシート」が情報企画課のデータベースに残されて

いない。

一方で、今回の監査において調達原課より「システム維

持管理自己点検評価表 「システム維持管理検討・チェッ」

クシート」の提出を受けていることから、資料が調達原課

において作成されているとの心証は得ている。また、調達

原課は、情報企画課のデータベースに当該資料を登録した

と認識しているとのことである。
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上記のように、データベースの登録状況と調達原課の説

明に不整合があるが、このような状況に至った原因は不明

である。

（所見）

上記資料は、情報システムの維持管理に関して情報企画

課の点検やアドバイスを受けるため、必要な情報を登録す

る際の連絡票としてシステムへ入力される資料及びそれに

添付される資料である。そのため、システム調達の管理と

指導を行う情報企画課では、登録されるべき資料が適時に

登録されていることを確認し、登録されていない場合は状

況を確認し、登録を促す対応を実施することが望ましい。

（16）道路管理ポータルシステム

【意見33】情報企画課のデータベースへの登録資料の確認 （対応済み：デジタル政策推進課）

について 今後は、システム審査担当において、

（156頁・39頁） データベースへ登録すべき情報を定期的に

（事実） 確認し、登録されていない場合、情報シス

「秋田県情報システム調達マニュアル」において、シス テムの担当者への確認と催促を確実に行

テムの維持管理フェーズに作成することと定められている う。

「維持管理業務見直し・次年度計画連絡票」が情報企画課

のデータベースに登録されていない。また 「維持管理業、

務見直し・次年度計画連絡票」に添付されるべき「システ

ム維持管理自己点検評価表」「システム維持管理検討・

チェックシート」が情報企画課のデータベースに残されて

いない。

一方で、今回の監査において調達原課より「システム維

持管理自己点検評価表 「システム維持管理検討・チェッ」

クシート」の提出を受けていることから、資料が調達原課

において作成されているとの心証は得ている。また、調達

原課は、情報企画課のデータベースに当該資料を登録した

と認識しているとのことである。

上記のように、データベースの登録状況と調達原課の説

明に不整合があるが、このような状況に至った原因は不明

である。

（所見）

上記資料は、情報システムの維持管理に関して情報企画

課の点検やアドバイスを受けるため、必要な情報を登録す

る際の連絡票としてシステムへ入力される資料及びそれに

添付される資料である。そのため、システム調達の管理と

指導を行う情報企画課では、登録されるべき資料が適時に

登録されていることを確認し、登録されていない場合は状

況を確認し、登録を促す対応を実施することが望ましい。

（17）人事給与庶務システム

【指摘事項23】関門検査点検シートの未作成について （対応済み：総務事務センター）

（161頁・40頁） 令和２年度より、開発案件があった場合

（事実） は、調達マニュアルに則り 「関門検査点、

「秋田県情報システム調達マニュアル」において情報企 検シート」を作成し、状況をデジタル政策

画課に提出することとされている 関門検査点検シート 実 推進課（旧情報企画課）と共有している。「 （

施時 「関門検査点検シート（完了時 」が作成されてい）」 ）

ない。

ただし、調達原課に対するヒアリング及び資料閲覧によ

り、調達原課では必要十分な進捗管理が実施されているこ
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とを確認している。

（所見）

「秋田県情報システム調達マニュアル」によれば、当該

シートは、調達指針12に則り、システム調達を効率よく進

める知識とノウハウを全庁において蓄積し共有するための

ツールであるとともに、調達の各段階における管理が適切

に実施されていることを自己点検するため、加えて、庁内

のシステムを全般的に管理する情報企画課がその点検状況

を確認し、必要に応じて指導助言するために作成・提出さ

れるものである。

調達マニュアルの趣旨に鑑み、適時にシートを作成して

システム調達関連の手続が適切に実施されていることを点

検するとともに、その状況を情報企画課と共有することが

望まれる。

【指摘事項24】契約・開発終了連絡票の未登録について （対応済み：総務事務センター）

（161頁・41頁） 令和２年度より、開発案件があった場合

（事実） は、調達マニュアルに則り 「契約・開発、

「秋田県情報システム調達マニュアル」において、シス 終了連絡票」をデータベースに登録してい

テムの契約・開発フェーズの受入・検収時に情報企画課の る。

データベースに登録することとされている「契約・開発終

了連絡票」が登録されていない。

当該連絡票は情報企画課のデータベースに登録されるも

のであり、情報企画課への開発終了の報告、及び情報企画

課による業務完了確認のために登録されるものである。

ただし、調達原課に対するヒアリング及び資料閲覧によ

り、調達原課ではシステム開発の完了手続が適切に実施さ

れていることを確認している。

（所見）

調達マニュアルの趣旨に鑑み、情報企画課のデータベー

スへの登録についても確実に実施されたい。


